
【
論
文
】

章
学
誠
〈
文
史
・
校
讎
の
学
〉
に
お
け
る
経
書
の
位
置

　
　
　
　

渡　

邉　
　
　

大

概
要
：
本
論
は
、
著
述
の
あ
り
方
、
学
術
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
す
る
文
史
・
校
讎
の
学
と
い
う
観
点
か
ら
、
章
学
誠
の
六
経
皆
史
説
を

再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
章
学
誠
に
と
っ
て
、
経
書
の
経
書
た
る
所
以
は
、
そ
れ
が
実
際
に
天
下
を
経
綸
し
た
先
王
の
政
典
で
あ
る
点

に
存
し
、
六
経
皆
史
説
も
古
人
無
著
書
説
も
そ
れ
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
両
説
の
背
景
に
は
、
官
師
合
一
、

治
教
無
二
と
称
す
る
、
政
治
・
学
問
・
教
育
が
一
体
と
な
っ
た
古
代
の
理
想
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
章
学
誠
は
、
六
経
を
あ
ら
ゆ
る

学
問
・
著
述
の
淵
源
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
・
著
述
は
、
六
経
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
経
世
を
志
向
す

る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
変
化
し
て
や
ま
な
い
そ
の
時
々
の
情
勢
に
即
応
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の

で
あ
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
章
学
誠　

六
経
皆
史　

官
師
合
一
・
治
教
無
二　

経
世
致
用　

文
史
・
校
讎
の
学

一
、
は
じ
め
に

本
稿
で
は
章
学
誠
（
一
七
三
八
～
一
八
〇
一
）
の
学
問
に
お
い
て

経
書
は
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

改
め
て
と
い
う
の
は
、
島
田
虔
次
が
「
六
経
皆
史
は
清
の
章

学
誠
の
説
で
あ
る
」
と
喝
破
し
た
よ
う
に
一
、
今
日
、
章
学
誠

と
い
え
ば
六
経
皆
史
説
、
六
経
皆
史
説
と
い
え
ば
章
学
誠
で
あ
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る
こ
と
は
「
も
は
や
常
識
」
と
さ
れ
、
こ
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て

数
多
の
論
考
が
も
の
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
関
心
は
主
と

し
て
章
学
誠
の
六
経
皆
史
説
が
後
世
に
及
ぼ
し
た
影
響
や
そ
の

先
蹤
の
探
索
に
む
け
ら
れ
、
章
学
誠
の
学
問
に
即
し
て
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も

明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
お
も
え
る
か
ら
で
あ
る
（
こ

れ
も
島
田
虔
次
の
言
に
よ
れ
ば
、「
章
学
誠
の
六
経
皆
史
は
、
孔
子
の
仁
、
孟

子
の
性
善
、
老
子
の
自
然
、
荘
子
の
斉
物
、
墨
子
の
兼
愛
、
董
仲
舒
の
天
人
之

際
、
朱
子
の
性
即
理
、
王
陽
明
の
心
即
理
、
清
朝
考
証
学
の
実
事
求
是
、
な
ど

と
な
ら
ん
で
、
中
国
学
術
史
上
も
っ
と
も
有
名
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
一
つ
」
で
あ

る
が
、
六
経
皆
史
説
が
「
有
名
」
に
な
っ
た
の
は
〔
後
世
の
視
点
か
ら
〕
経
書

の
呪
縛
を
い
か
に
脱
す
る
か
が
中
国
学
術
史
に
お
け
る
最
大
の
課
題
と
み
な
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
六
経
皆
史
説
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
の
よ
う
な

方
向
に
む
か
う
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
二
）。

も
ち
ろ
ん
章
学
誠
の
学
問
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
て
そ
の

六
経
皆
史
説
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
研
究
が
こ
れ
ま
で
皆
無

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
銭
穆
、
周
予
同
、
余
英
時
、
倉
修
良
、

ま
た
、
内
藤
湖
南
、
島
田
虔
次
、
河
田
悌
一
、
山
口
久
和
、
稲

葉
一
郎
と
い
っ
た
碩
学
に
よ
っ
て
、
章
学
誠
の
六
経
皆
史
説
が

取
り
あ
げ
ら
れ
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
史
学
史
、
あ
る
い
は
思
想
史
と

い
う
枠
組
み
か
ら
の
検
討
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
章
学
誠
の
学
問
の

一
部
分
を
照
ら
し
て
は
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
そ
の
正
鵠
を

射
貫
い
た
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
も
お
も
え
る
の
で
あ
る
。

本
稿
が
文
史
・
校
讎
の
学
と
い
う
観
点
か
ら
章
学
誠
の
経
書
に

対
す
る
位
置
付
け
を
改
め
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
う
一
つ
の
動

機
は
そ
こ
に
あ
る
。

一
般
に
史
学
者
と
目
さ
れ
、
自
身
も
そ
う
任
じ
て
は
い
た
も

の
の
、
章
学
誠
の
仕
事
は
そ
れ
ま
で
の
史
学
の
枠
に
収
ま
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
嘉
慶
元
（
一
七
九
六
）
年
、
五
十
九
歳
の
時

に
孫
星
衍
（
一
七
五
三
～
一
八
一
八
）
に
あ
て
た
文
章
の
中
で
自
身

の
学
問
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
三
。

鄙
人
所
業
，
文
史
、
校
讎
。
文
史
之
爭
義
例
，
校
讎
之
辨

源
流
，
與
執
事
所
爲
考
核
疏
證
之
文
，
途
轍
雖
異
，
作
用
頗

同
，
皆
不
能
不
駁
正
古
人
。

私
の
業
と
す
る
と
こ
ろ
は
文
史
・
校
讎
で
す
。
文
史
は

（
著
述
の
）
義
例
を
議
論
し
、
校
讎
は
（
学
問
の
）
源
流
を
辨
章

す
る
も
の
で
、
貴
方
の
従
事
す
る
考
拠
・
疏
証
の
文
章
と
道

筋
は
異
な
り
ま
す
が
、
そ
の
機
能
は
ほ
ぼ
等
し
く
、
ど
ち
ら
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も
古
人
を
批
判
・
是
正
せ
ず
に
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
で
す
。

（
與
孫
淵
如
觀
察
論
學
十
規
）

文
史
・
校
讎
の
語
は
章
学
誠
の
文
章
に
し
ば
し
ば
み
え
て
お

り
、
章
学
誠
が
自
身
の
学
問
を
文
史
・
校
讎
の
語
に
よ
っ
て

括
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
文
史
は
著
述
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
校
讎
は
学
問
の
体
系
・
沿
革
に
つ
い
て
考
察
す
る
も

の
で
あ
る
が
四
、
そ
れ
こ
そ
が
『
文
史
通
義
』『
校
讎
通
義
』

と
い
う
ふ
た
つ
の
主
著
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
今

更
な
が
ら
思
い
至
る
の
で
あ
る
。
校
讎
に
つ
い
て
は
章
学
誠
み

ず
か
ら
が
「
辨
章
學
術
，
考
鏡
源
流
」（
校
讎
通
義
叙
）
と
そ
の

義0

を
宣
揚
し
て
い
る
し
、
文
史
に
つ
い
て
は
、
章
学
誠
研
究
の

先
鞭
を
つ
け
た
内
藤
湖
南
が
「
章
学
誠
の
史
学
」
と
題
す
る
大

阪
懐
徳
堂
で
の
講
演
の
中
で
「
一
般
の
學
者
か
ら
は
、
こ
の
人

は
史
學
家
と
し
て
見
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
本
人
の
考
で

は
、
そ
の
著
述
の
表
題
に
も
あ
る
如
く
、
文
史
に
關
す
る
原
則

の
研
究
を
主
と
し
た
の
で
あ
つ
て
、
文
史
と
い
へ
ば
大
體
に
於

て
著
述
の
全
體
に
渉
る
の
で
あ
る
。
唐
書
の
藝
文
志
に
は
、
文

史
類
を
廣
義
の
文
學
評
論
の
意
義
に
用
ひ
て
ゐ
る
。
文
史
通
義

と
い
ふ
意
味
は
、
今
の
言
葉
で
言
へ
ば
、
著
述
批
評
の
原
論
と

も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。」（『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
十
一
巻
「
支
那

史
学
史
」、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
。
も
と
、『
懐
徳
』
第
八
号
、
一
九
二
八

年
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
内
藤
戊
申
は
「
章

学
誠
の
失
敗
」（『
東
洋
史
研
究
』
七
巻
二
・
三
号
、
一
九
四
二
年
）
と
い

う
文
章
の
中
で
、「
章
氏
一
代
の
失
策
は
歷
史
を
實
際
に
書
か

な
か
つ
た
こ
と
に
あ
る
と
私
は
思
ふ
。」
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
五
。
章
学
誠
の
学
問
に
対
す
る
誤
解
は
乾
嘉
期
の
学
界
に

限
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
章
学
誠
自
身
が

「
至
於
史
學
義
例
、
校
讎
心
法
，
則
皆
前
人
從
未
言
及
，
亦
未

有
可
以
標
著
之
名
。（〔
私
が
提
唱
し
た
〕
史
学
の
義
例
や
校
讎
の
心
法
に

つ
い
て
は
い
ず
れ
も
先
人
の
言
い
及
ば
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
ま

だ
名
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
）」（
家
書
二
）、「
學
誠
從
事

於
文
史
校
讎
，
蓋
將
有
所
發
明
。
然
辯
論
之
間
，
頗
乖
時
人
好

惡
，
故
不
欲
多
爲
人
知
。
所
上
敝
帚
，
乞
勿
爲
外
人
道
也
。（
私

は
従
事
し
て
お
り
ま
す
文
史
・
校
讎
の
学
に
お
い
て
、
発
明
し
た
と
こ
ろ
も
あ

る
よ
う
に
お
も
い
ま
す
。
し
か
し
弁
論
に
は
、
今
時
の
好
み
と
は
か
け
離
れ
た

も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
多
く
は
人
に
知
ら
れ
た
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
呈
上

い
た
し
ま
し
た
駄
文
に
つ
き
ま
し
て
も
、
ど
う
ぞ
他
の
方
に
は
お
話
し
な
さ
ら

な
い
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
）」（
上
辛
楣
宮
詹
書
）
と
述
べ
て
い
る
の
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だ
か
ら
、
そ
れ
も
致
し
方
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

特
定
の
立
場
か
ら
特
定
の
対
象
を
い
か
に
切
り
取
る
か
が
研

究
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
史
学
史
や
思
想
史
の
中
で
章
学
誠
の

六
経
皆
史
説
を
取
り
あ
げ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
こ
に

は
「
仁
者
見
仁
、
智
者
見
智
」
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
研
究
の
対
象
は
様
々
な
要
素
か
ら
構
成
さ

れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
自
体
も
な
に
か
の
一
部
分
と
し
て
包
摂

さ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
常
に
部
分
を
全
体
の
中
に
位

置
付
け
て
い
く
の
と
同
時
に
全
体
を
部
分
か
ら
考
え
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
部
分
と
全
体
と
の
関
係
が
不
断
に
相
互
に
検
証
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
が
、「
以
章
証
章
」
の
方
法
に

よ
り
六
、
文
史
・
校
讎
と
い
う
角
度
か
ら
章
学
誠
の
学
問
を
照

ら
す
こ
と
で
、
そ
の
六
経
皆
史
説
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
の

も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

二
、
先
王
の
政
典
と
し
て
の
経
書

ま
ず
、
六
経
皆
史
説
が
打
ち
上
げ
ら
れ
た
『
文
史
通
義
』
易

教
上
の
冒
頭
部
分
を
確
認
し
よ
う
。

六
經
皆
史
也
。
古
人
不
著
書
，
古
人
未
嘗
離
事
而
言
理
。

六
經
皆
先
王
之
政
典
也
。

六
経
は
す
べ
て
史
（
史
官
の
記
録
）
で
あ
る
七
。
古
人
は
書

物
を
著
さ
な
か
っ
た
し
、
事
を
離
れ
て
理
を
語
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
六
経
は
い
ず
れ
も
先
王
の
政
典
（
政
治
に
関
す
る
事

項
・
制
度
の
記
録
）
で
あ
る
。

文
史
・
校
讎
の
観
点
か
ら
着
目
す
べ
き
は
、
六
経
は
す
べ
て

史
官
に
よ
る
記
録
、
つ
ま
り
先
王
の
政
典
で
あ
っ
た
と
い
う
六

経
皆
史
説
と
と
も
に
、
古
人
は
私
的
著
述
を
な
さ
な
か
っ
た
こ

と
、
ま
た
、
事
を
離
れ
て
理
を
語
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
章
学

誠
が
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
事
を
離
れ
て
理
を
語
る
も
の

と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
宋
学
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容

易
に
想
像
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
よ
り
も
、「
方
志
立
三

書
議
」
で
は
、
よ
り
直
截
に
「
古
無
私
門
之
著
述
，
六
經
皆
史

也
。
後
世
襲
用
而
莫
之
或
廢
者
，
惟
《
春
秋
》《
詩
》《
禮
》
三

家
之
流
別
耳
。（
古
に
は
私
門
の
著
述
は
な
く
、
六
経
は
い
ず
れ
も
史
官
の

記
録
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
後
世
に
受
け
つ
が
れ
廃
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

の
は
、
た
だ
春
秋
、
詩
、
礼
の
み
で
あ
る
）」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、

後
世
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
、
著
述
の
淵
源
に
経
書
を
措
定
し
、
ま
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た
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
、
著
述
は
政
典
と
し
て
の
経
書
の
大
義
を

継
承
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
、
章
学
誠
の
学

問
観
・
著
述
観
の
根
柢
を
こ
こ
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
き
た
い
八
。

さ
て
、
六
経
中
、
政
典
と
し
て
も
っ
と
も
違
和
感
を
覚
え
る

の
は
易
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
章
学
誠
は
次
の
よ
う
な
仮
設
の
疑

問
を
も
っ
て
文
を
継
ぐ
。

或
曰

：

《
詩
》《
書
》《
禮
》《
樂
》《
春
秋
》
則
既
聞
命
矣
。

《
易
》
以
道
陰
陽
，
願
聞
所
以
爲
政
典
而
與
史
同
科
之
義
焉
。

あ
る
者
は
問
う
。
詩
・
書
・
礼
・
楽
・
春
秋
（
が
史
官
の
記

録
だ
と
い
う
こ
と
）
に
つ
い
て
は
仰
せ
を
承
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
易
は
「
陰
陽
を
語
る
」
も
の
、
そ
れ
を
政
典
と
み
な
し
、

史
官
の
記
録
と
同
列
に
扱
う
理
由
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
願
い

た
い
、
と
。

「《
易
》
以
道
陰
陽
」
は
『
荘
子
』
天
下
篇
に
「《
詩
》
以
道
志
，

《
書
》
以
道
事
，《
禮
》
以
道
行
，《
樂
》
以
道
和
，《
易
》
以
道

陰
陽
，《
春
秋
》
以
道
名
分
。」
と
し
て
み
え
て
い
る
こ
と
ば
で

あ
る
が
、
よ
り
直
接
に
は
、「《
易
》
只
是
箇
陰
陽
。
莊
生
曰

：

『
易
以
道
陰
陽
』。」（『
朱
子
語
類
』
巻
六
十
五
「
易
」）、「《
易
》
只
是

卜
筮
之
書
，
古
者
則
藏
於
太
史
、
太
卜
，
以
占
吉
凶
，
亦
未
有

許
多
説
話
。
及
孔
子
始
取
敷
繹
爲
文
言
、
雜
卦
、
彖
、
象
之
類
，

乃
説
出
道
理
來
。」（『
朱
子
語
類
』
巻
六
十
六
「
卜
筮
」）
な
ど
と
い

う
朱
熹
の
発
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
当
時
の
易
に
対
す
る

一
般
的
評
価
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
疑
問

に
対
し
て
章
学
誠
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
九
。

曰

：

聞
諸
夫
子
之
言
矣
。「
夫
《0

易
》0

開
物
成
務
，0

冒
天

下
之
道
」，「

0

知
來
藏
往
」，「

0

吉
凶
與
民
同
患
」。

0

其
道
蓋
包

政
敎
典
章
之
所
不
及
矣
；0

象
天
法
地
，「

0

是
興
神
物
，0

以
前

民
用
」。

0

其
敎
蓋
出
政
敎
典
章
之
先
矣
。

私
は
こ
う
答
え
る
。
夫
子
の
お
言
葉
か
ら
そ
の
こ
と
が
分

か
る
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
そ
も
そ
も
易
と
い
う
も
の

は
、
万
事
万
物
を
開
通
成
就
さ
せ
、
天
下
の
道
を
覆
い
つ
く

す
も
の
」（『
周
易
』
繋
辞
上
伝
）
で
あ
り
、「
未
来
を
知
り
、
往

事
を
蔵
し
」（
同
上
）、「
吉
凶
に
つ
い
て
は
民
と
憂
い
を
と
も

に
す
る
」（
同
上
）
も
の
と
の
こ
と
で
す
。
そ
の
道
は
政
教
の

典
章
の
及
ば
ぬ
所
を
覆
う
も
の
、
天
地
に
の
っ
と
り
、「
神

霊
な
る
も
の
を
創
始
し
て
、
民
が
役
立
て
る
よ
う
前
も
っ
て
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設
け
ら
れ
た
」（
同
上
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

易
の
教
え
は
政
教
の
典
章
に
先
だ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

朱
熹
が
易
を
占
筮
の
書
と
み
な
し
、
孔
子
が
十
翼
を
作
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
（
易
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
）
道
理

0

0

が
説
き
明

か
さ
れ
た
と
す
る
の
に
対
し
て
、
章
学
誠
は
、
易
を
（
詩
・
書
・

礼
・
楽
・
春
秋
と
い
っ
た
）
政
典
の
及
ば
ぬ
範
囲
を
覆
う
も
の
と
し

て
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
に
先
だ
っ
て
、
聖
人
に
よ
り
、
統
治
の

手
立
て
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
も
や
は

り
政
典
に
他
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
章
学
誠
が
引

用
し
て
い
る
「
是
興
神
物
，
以
前
民
用
」
は
、
繋
辞
上
伝
に

「（
聖
人
）
是
以
明
於
天
之
道
，
而
察
於
民
之
故
，
是
興
神
物
，

以
前
民
用
。」
と
し
て
み
え
る
語
で
あ
り
、
韓
康
伯
注
に
「
定

吉
凶
於
始
也
」、
正
義
に
「『
是
以
明
於
天
之
道
』
者
，
言
聖
人

能
明
天
道
也
。『
而
察
於
民
之
故
』
者
，
故
，
事
也
。
易
窮
變

化
而
察
知
民
之
事
也
。『
是
興
神
物
，
以
前
民
用
』
者
，
謂
易

道
興
起
神
理
事
物
，
豫
爲
法
象
，
以
示
於
人
，
以
前
民
之
所
用
，

定
吉
凶
於
前
，
民
乃
法
之
所
用
，
故
云
以
前
民
用
也
。」
と
あ

る
の
を
み
れ
ば
章
学
誠
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
一
層
明
ら
か
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
上
に
引
い
た
朱
熹
の
語
に
も
み
え
て
い
た
よ
う
に
、

易
が
太
卜
に
蔵
さ
れ
て
い
た
と
い
う
『
周
礼
』
の
記
述
も
当
然
、

章
学
誠
が
易
を
政
典
と
考
え
る
大
き
な
根
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
。
易
教
上
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
一
〇
。

《
周
官
》
太
卜
掌
三
《
易
》
之
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

，
夏
曰
《
連
山
》，
殷
曰

《
歸
藏
》，
周
曰
《
周
易
》，
各
有
其
象
與
數
，
各
殊
其
變
與

占
，
不
相
襲
也
。
然
三
《
易
》
各
有
所
本
，《
大
傳
》
所
謂

庖
羲
、
神
農
與
黃
帝
、
堯
、
舜
是
也
〔
原
注

：

《
歸
藏
》
本
庖
羲
，

《
連
山
》
本
神
農
，《
周
易
》
本
黃
帝
〕。
由
所
本
而
觀
之
，
不
特
三

0

0

0

王
不
相
襲
，
三
皇
五
帝
亦
不
相
沿
矣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
蓋
聖
人
首
出
御
世
，

作
新
視
聽
，
神
道
設
敎
，
以
彌
綸
乎
禮
樂
刑
政
之
所
不
及
者
。

『
周
礼
』
の
太
卜
は
「（
夏
・
殷
・
周
）
三
代
の
易
の
法
を
つ

か
さ
ど
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
夏
で
は
『
連
山
』
と
い
い
、

殷
で
は
『
帰
蔵
』
と
い
い
、
周
で
は
『
周
易
』
と
い
い
、

各
々
、
象
と
数
、
変
と
占
と
を
異
に
し
て
お
り
、
襲
用
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
三
易
に
は
各
々
も
と
づ

く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
大
伝
（
繋
辞
下
伝
）
に
い
う
庖
羲
・
神

農
・
黄
帝
・
堯
・
舜
が
そ
れ
で
あ
る
〔
原
注
：
『
帰
蔵
』
は
庖
羲

章学誠〈文史・校讎の学〉における経書の位置
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に
も
と
づ
き
、『
連
山
』
は
神
農
に
も
と
づ
き
、『
周
易
』
は
黄
帝
に
も
と

づ
く
〕。
も
と
づ
く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
考
察
す
る
に
、
易
の
法

は
、
三
王
が
襲
用
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
三
皇
五
帝
も

襲
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
も
う
に
聖
人
が
傑
出
し
た

存
在
と
し
て
出
現
し
、
天
下
を
治
め
る
際
に
は
、（
諸
制
度
を

改
め
て
）
民
の
耳
目
を
一
新
し
、（
易
の
法
を
も
改
め
て
）
神
霊
な

道
に
よ
る
教
化
の
手
立
て
を
設
け
て
、
礼
楽
刑
政
の
及
ば
な

い
部
分
ま
で
遍
く
治
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、『
周
礼
』
に
は
太
卜
が
三
易
を
職
掌
と
し
た
と
あ

り
、
易
が
周
代
の
官
制
に
組
み
込
ま
れ
た
政
典
で
あ
っ
た
こ
と

と
と
も
に
、
三
代
は
も
と
よ
り
、
三
皇
五
帝
の
世
に
お
い
て
も

（
も
と
づ
く
と
こ
ろ
は
あ
り
な
が
ら
も
損
益
に
よ
っ
て
完
全
に
は
踏
襲
さ
れ
る

こ
と
な
く
）
朝
代
毎
に
改
め
ら
れ
、
聖
人
が
（
他
の
政
典
の
関
わ
る
）

礼
楽
刑
政
の
及
ば
ぬ
範
囲
を
覆
い
、
天
地
に
法
っ
て
、
あ
ら
か

じ
め
そ
の
働
き
を
示
し
て
お
く
こ
と
で
、
民
の
役
に
立
て
た
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
大
伝
、
す
な
わ

ち
繋
辞
下
伝
に
は
、
庖
犠
が
八
卦
を
創
出
し
た
と
い
う
記
述
と
と
も
に
、
罔

罟
・
佃
漁
、
耜
耒
・
耒
耨
な
ど
、
庖
犠
・
神
農
・
黄
帝
・
堯
・
舜
の
各
治
世
に

も
た
ら
さ
れ
た
種
々
の
利
器
・
制
度
が
、
易
に
想
を
得
た
も
の
と
し
て
列
挙
さ

れ
て
い
る
一
一
）。
ま
た
、「
神
道
設
敎
」
の
語
は
、『
周
易
』
観
卦

の
彖
伝
に
「
觀
天
之
神
道
，
而
四
時
不
忒
，
聖
人
以
神
道
設
敎
，

而
天
下
服
矣
。」
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
一
二
。
観
は
（
聖
人
が
観

た
）
天
の
神
道
を
下
々
に
示
し
、（
下
々
が
聖
人
を
仰
ぎ
観
る
こ
と
で
）

天
下
は
教
化
さ
れ
る
と
い
う
卦
で
あ
る
。「
彌
綸
」
も
、『
周

易
』
繋
辞
上
伝
に
「《
易
》
與
天
地
準
，故
能
彌
綸
天
地
之
道
。」

と
し
て
み
え
る
語
で
あ
り
、
と
も
に
章
学
誠
が
自
身
の
主
張
に

ふ
さ
わ
し
い
表
現
と
し
て
彫
琢
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
校
讎

通
義
』
原
道
に
も
「
六
藝
非
孔
氏
之
書
，
乃
《
周
官
》
之
舊
典

也
。《
易
》
掌
太
ト
，《
書
》
藏
外
史
，《
禮
》
在
宗
伯
，《
樂
》

隸
司
樂
，《
詩
》
領
於
太
師
，《
春
秋
》
存
乎
國
史
。」
と
あ
る

よ
う
に
、
周
代
、
易
を
含
む
六
経
が
各
官
職
に
よ
っ
て
所
管
さ

れ
て
い
た
と
す
る
『
周
礼
』
の
記
述
は
六
経
皆
史
説
の
発
想
の

源
泉
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
の
は
、

三
代
以
前
は
、
民
草
の
耳
目
を
一
新
し
、
神
霊
な
易
の
道
に
よ

る
教
え
に
よ
っ
て
、
礼
楽
刑
政
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
王
朝

毎
に
易
の
法
も
改
め
ら
れ
た
、
と
章
学
誠
が
述
べ
て
い
る
点
で

あ
ろ
う
。
章
学
誠
に
と
っ
て
易
は
政
典
で
あ
る
と
と
も
に
王
者

改
制
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
引
く
易
教
中
の
叙

述
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
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孔
仲
達
曰

0

0

0

0

：0
「
夫
《
易
》
者
，
變
化
之
總
名
，
改
換
之
殊

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

稱
」。
先
儒
之
釋
《
易
》
義
，
未
有
明
通
若
孔
氏
者
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
得

其
說
而
進
推
之
，《
易
》
爲
王
者
改
制
之
巨
典
，
事
與
「
治

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

曆
明
時
」
相
表
裏
，
其
義
昭
然
若
揭
矣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
許
叔
重
釋
「
易
」

文
曰

：

「
蜥
易
，
守
宮
，
象
形
。
秘
書
説
，
日
月
爲
易
，
象

陰
陽
也
」。《
周
官
》
太
卜
，
掌
三
《
易
》
之
法
。
鄭
氏
注

：

「
易
者
，
揲
蓍
變
易
之
數
可
占
者
也
」。
朱
子
以
謂

：
「《
易
》

有
交
易
變
易
之
義
」。
是
皆
因
文
生
解
，
各
就
一
端
而
言
，

非
當
日
所
以
命
《
易
》
之
旨
也
。
三
《
易
》
之
名
，
雖
始
於

《
周
官
》，
而
《
連
山
》《
歸
藏
》
可
並
名
《
易
》，《
易
》
不

可
附
《
連
山
》《
歸
藏
》
而
稱
爲
三
連
三
歸
者
，
誠
以
《
易
》

0

0

之
爲
義
，
實
該
羲

0

0

0

0

0

0

、0

農
以
來
不
相
沿
襲
之
法
數
也
。
易
之
初

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

見
於
文
字
，
則
帝
典
之
「
平
在
朔
易
」
也
。
孔
傳
謂

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

：0
「
歲

0

0

改
易
」，
而
周
人
即
取
以
名

0

0

0

0

0

0

0

0

0

揲0

卦
之
書
，
則
王
者
改
制
更
新

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

之
大
義
，
顯
而
可
知
矣

0

0

0

0

0

0

0

0

。

孔
穎
達
は
「
易
と
は
、
変
化
の
総
称
、
改
換
の
別
称
で
あ

る
」
と
い
っ
て
い
る
。
先
儒
に
お
け
る
易
の
意
味
を
解
釈
し

た
も
の
の
う
ち
、
こ
れ
ほ
ど
明
晰
で
筋
の
通
っ
た
も
の
は
な

い
。
こ
れ
を
承
け
て
さ
ら
に
推
究
す
る
に
、
易
は
王
者
改
制

の
偉
大
な
典
章
で
あ
り
、
事
柄
は
「
暦
を
治
め
て
時
を
明
ら

か
に
す
る
」
こ
と
と
表
裏
を
な
し
、
そ
の
意
義
も
明
白
で
あ

る
。
許
慎
は
「
易
」
字
を
釈
し
て
「
ト
カ
ゲ
、
イ
モ
リ
の
類
。

象
形
。
秘
書
説
で
は
日
月
が
あ
わ
さ
っ
て
易
に
な
る
、
陰
陽

を
か
た
ど
っ
た
も
の
、
と
す
る
」
と
い
う
。『
周
礼
』
の
太

卜
に
は
「
三
易
の
法
を
つ
か
さ
ど
る
」
と
あ
り
、
鄭
玄
注
に

は
「
易
と
は
蓍
木
を
操
っ
て
変
化
の
数
を
占
え
る
も
の
」
と

あ
る
。
朱
熹
は
「
易
に
は
交
易
と
変
易
の
意
味
が
あ
る
」
と

す
る
。
こ
れ
は
ど
れ
も
（
易
と
い
う
）
文
字
に
よ
っ
て
（
易
の
意

義
を
）
解
釈
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
端
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
時
、
易
と
名
づ
け
ら
れ
た
理
由
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
三
易
と
い
う
呼
称
は
『
周
礼
』
に
は
じ

ま
る
も
の
で
、『
連
山
』『
帰
蔵
』
は
易
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

る
が
、
易
は
『
連
山
』『
帰
蔵
』
に
附
し
て
三
連
や
三
帰
と

呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
易
と
い
う
語
の
意
味
が
、

羲
和
、
神
農
以
来
、
襲
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
（
各
王

朝
に
お
け
る
占
筮
の
）
法
と
数
（
の
意
義
）
を
余
す
と
こ
ろ
な
く

兼
ね
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
易
が
は
じ
め
て
文
字
と
し

て
み
え
る
の
は
『
尚
書
』
堯
典
の
「
平ひ

と

し
く
朔
の
易か

わ
る
を

在み

る
」
で
あ
り
、
孔
安
国
伝
に
は
「（
朔
は
）
歳
が
改
ま
る
こ

と
」
と
あ
る
。
周
人
は
そ
こ
か
ら
占
筮
の
書
を
易
と
名
づ
け
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た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
王
者
改
制
更
新
の
大
義
が
あ
り
あ

り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

島
田
虔
次
は
『
文
史
通
義
』
原
道
下
に
み
え
て
い
る
「
夫
道

備
於
六
經
，
義
蘊
之
匿
於
前
者
，
章
句
訓
詁
足
以
發
明
之
。
事

變
之
出
於
後
者
，
六
經
不
能
言
。」
に
つ
い
て
、「
道
は
六
経
に

備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
六
経
成
立
以
前
の
義
の
含
蓄

は
、
章
句
訓
詁
に
よ
っ
て
明
白
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
六
経
成
立
以
後
の
事
ど
も
を
言
う
こ
と
は
、
六

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経
に
は
で
き
ぬ

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
は
原
文
の
も
の
）
と
敷
衍
し
、「
わ
た
く

し
に
は
こ
の
一
節
は
、
章
学
誠
の
全
思
想
を
解
く
べ
き
カ
ギ
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
節
冒
頭
に
挙
げ
た
易

教
上
の
「
六
経
は
い
ず
れ
も
先
王
の
政
典
で
あ
る
」
と
い
う
発

言
の
裏
に
も
同
様
の
含
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
右
に
み
て
き
た
と
お
り
、
章
学
誠
に
と
っ
て
、
易

は
、
政
典
た
る
経
書
の
基
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
だ
け

で
な
く
、
ま
た
、
王
者
改
制
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
変
化
を
必
然
と
す
る
章
学
誠
の
思
考
そ
の
も
の
が
易

に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
疑
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

六
経
が
特
定
の
時
代
に
限
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
章

学
誠
の
主
張
は
、
例
え
ば
、「
經
也
者
，
恒
久
之
至
道
、
不
刊

之
鴻
敎
」（『
文
心
雕
竜
』
宗
経
）、「
經
者
，
常
也
，
法
也
，
徑
也
，

由
也
」（『
経
典
釈
文
』
周
易
音
義
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
六
経

に
通
時
的
普
遍
性
を
認
め
て
い
た
伝
統
的
通
念
に
疑
問
符
を
突

き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
追
求
は
さ
ら
に
そ
の
よ
う

な
含
意
を
有
す
る
経
と
い
う
語
そ
の
も
の
に
も
向
け
ら
れ
て
い

た
。『
文
史
通
義
』
外
篇
三
「
與
甄
秀
才
論
文
選
義
例
書
」
其

二
に
「
試
論
六
藝
之
初
，
則
經
目
本
無
有
也
。」
と
あ
り
、『
校

讎
通
義
』
漢
志
六
藝
略
に
「
六
經
之
名
，
起
於
後
世
。」
と
あ

る
よ
う
に
、
六
経
の
名
は
後
世
に
起
こ
っ
た
も
の
で
、
経
書
は

も
と
も
と
経
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

章
学
誠
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
経
を
も
っ
て
儒
家
の
経
典

を
指
す
用
例
と
し
て
は
、『
荘
子
』
天
運
篇
の
「
莊
子
曰

：

孔

子
言
治
《
詩
》《
書
》《
禮
》《
樂
》《
易
》《
春
秋
》
六
經
。」
や

『
荀
子
』
勧
学
篇
の
「
夫
學
始
於
誦
經
，
終
於
習
禮
。」
な
ど
が

比
較
的
古
い
も
の
で
あ
る
。『
校
讎
通
義
』
漢
志
六
藝
略
と
も

関
連
の
深
い
『
文
史
通
義
』
経
解
上
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る

一
三
。

六
經
不
言
經

0

0

0

0

0

，
三
傳
不
言
傳
，
猶
人
各
有
我
而
不
容
我
其
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我
也
。
依
經
而
有
傳
，
對
人
而
有
我
，
是
經
傳
人
我
之
名
，

起
於
勢
之
不
得
已
，
而
非
其
質
本
爾
也
。《
易
》
曰

0

0

：0
「
上

0

0

古
結
繩
而
治
，
後
世
聖
人
易
之
以
書
契
，
百
官
以
治
，
萬
民

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

以
察

0

0

」。
夫
爲
治
爲
察
，
所
以
宣
幽
隱
而
達
形
名
，
布
政
敎

而
齊
法
度
也
，
未
有
以
文
字
爲
一
家
私
言
者
也
。《
易
》

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

曰0

：0
「
雲
雷
屯
，
君
子
以
經
綸
」。
經
綸
之
言
，
綱
紀
世
宙

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

之
謂
也
。
鄭
氏
注

0

0

0

0

0

0

謂

：0
「
論
撰
書
禮
樂
，
施
政
事
」。
經
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

命
名
，
所
由
昉
乎

0

0

0

0

0

0

。
然
猶
經
緯
經
紀
云
爾
，
未
嘗
明
指
《
詩
》

《
書
》
六
藝
爲
經
也
。

六
経
が
（
も
と
も
と
）
経
を
称
さ
ず
、
三
伝
が
伝
を
称
さ
な

い
の
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
が
あ
り
な
が
ら
（
他
人
が
い
な

け
れ
ば
）
自
分
自
身
を
私
と
呼
ぶ
ま
で
も
な
い
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
経
に
拠
る
こ
と
で
伝
が
あ
り
、
人
に
対
す
る
こ
と

で
自
分
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
経
や
伝
、
人
や
私
と
い
っ
た

名
称
は
、
と
ど
め
え
ぬ
趨
勢
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
、
本
来

か
ら
そ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
周
易
』
に
は
「
上
古

は
結
縄
し
て
治
ま
る
。
後
世
の
聖
人 

之
に
易
う
る
に
書
契

を
以
て
し
、
百
官
以
て
治
め
、
万
民
以
て
察
ら
か
な
り
。」

（
繋
辞
下
伝
）
と
あ
る
。
そ
も
そ
も
百
官
が
「
治
」
を
な
し
、

万
民
が
「
察
」
と
な
っ
た
の
は
、（
書
契
が
）
深
く
隠
れ
た
も

の
を
宣
明
し
て
物
事
の
実
体
と
名
称
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
、

政
教
を
広
め
法
度
を
整
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
、

文
字
に
よ
っ
て
私
家
の
言
を
な
す
者
は
ま
だ
な
か
っ
た
。

『
周
易
』
に
は
「
雲
電
は
屯
な
り
、
君
子
以
て
経
綸
す
。」（
屯

卦
大
象
）
と
あ
る
。
経
綸
と
は
世
界
を
統
べ
治
め
る
こ
と
で

あ
る
。
鄭
氏
注
は
「
書
・
礼
・
楽
を
論
纂
し
て
、
政
事
を
施

行
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
い
っ
て
い
る
。
経
と
い
う
命
名

は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
な
お
経
緯
や
経
紀
と
い
う
の
み
で
、
ま
だ
は
っ
き

り
と
『
詩
』『
書
』
等
の
六
藝
を
指
し
て
経
と
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。

文
史
・
校
讎
の
学
は
、
著
述
の
意
義
、
学
術
の
変
遷
に
つ
い
て

考
察
す
る
学
問
で
あ
る
が
、
文
字
の
起
源
に
ま
で
説
き
及
ん
で

い
る
の
が
い
か
に
も
章
学
誠
ら
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
（
注
一
一

に
引
用
し
た
と
お
り
、「
上
古
結
繩
而
治
，
後
世
聖
人
易
之
以
書
契
，
百
官
以

治
，
萬
民
以
察
」
の
句
は
、
罔
罟
・
佃
漁
、
耜
耒
・
耒
耨
な
ど
、
聖
人
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
利
器
、
制
度
を
列
挙
す
る
な
か
に
み
え
る
も
の
で
あ

る
。
文
字
は
元
来
、
政
教
を
広
め
、
法
度
を
整
え
る
た
め
に
聖
人
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
政
典
に
関
わ
る
も
の
以
外
に
文
書
・
学
問
は
な
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く
、
そ
れ
ら
は
全
て
官
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
た
め
、
私
家
の
言
を
な
す

者
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
章
学
誠
の
基
本
構
想
で
あ
る
）。
さ
て
、
章
学

誠
に
よ
れ
ば
、
経
書
は
も
と
も
と
経
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
か
っ

た
。
経
書
が
経
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
六
経
以
外

の
書
ま
で
が
経
の
名
を
僭
称
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
は
、
経
解

の
上
中
下
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
が
一
四
、
こ
こ

で
は
、
章
学
誠
が
六
経
の
経
た
る
所
以
を
「
常
」
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
一
般
的
訓
詁
に
で
は
な
く
、『
周
易
』
屯
卦
大
象
の

「
雲
雷
は
屯
な
り
。
君
子
以
て
経
綸
す
」
お
よ
び
鄭
玄
注
の

「
書
・
礼
・
楽
を
論
撰
し
、
政
事
を
施
く
」
に
求
め
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
屯
は
、
彖
伝
に
「
屯
，
剛
柔
始
交
，
而
難

生
動
乎
險
中
，
大
亨
貞
。
雷
雨
之
動
，
滿
盈
。
天
造
草
昧
，
宜

建
侯
而
不
寧
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
剛
柔
が
は
じ
め
て
交
わ
る

草
蒙
屯
難
の
時
に
あ
た
り
、
侯
を
建
て
事
に
処
す
べ
き
（
そ
れ

で
も
ま
だ
安
寧
と
は
い
え
な
い
）
と
さ
れ
る
卦
で
あ
り
、
王
弼
注
は

「
屯
，
體
不
寧
，
故
利
建
侯
也
。
屯
者
，
天
地
造
始
之
時
也
。

造
物
之
始
，
始
於
冥
昧
，
故
曰
草
昧
也
。
處
造
始
之
時
，
所
宜

之
善
，
莫
善
建
侯
也
。」
と
し
、
正
義
は
「
草
，
謂
草
創
，
昧
，

謂
冥
昧
，
言
天
造
萬
物
於
草
創
之
始
，
如
在
冥
昧
之
時
也
。
于

此
草
昧
之
時
，
王
者
當
法
此
屯
卦
，
宜
建
立
諸
侯
，
以
撫
恤
萬

方
之
物
，
而
不
得
安
居
于
事
。」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
所
引

の
鄭
玄
注
は
『
経
典
釈
文
』
に
み
え
る
も
の
で
、
そ
の
提
示
句

は
（「
經
綸
」
で
は
な
く
）「
經
論0

」
と
な
っ
て
い
る
。
経
書
が
経

を
も
っ
て
称
さ
れ
る
の
は
、
草
創
の
時
に
あ
た
っ
て
、
書
・

礼
・
楽
と
い
っ
た
政
典
を
論
撰
し
て
天
下
を
経
綸

0

0

し
た
こ
と
に

由
来
す
る
も
の
と
主
張
す
る
た
め
、
屯
卦
、
そ
の
大
象
、
鄭
注

を
駆
使
し
た
章
学
誠
の
苦
心
が
偲
ば
れ
る
箇
所
で
は
あ
る
。

『
文
史
通
義
』
経
解
下
に
も
「
六
經
初
不
爲
尊
稱
，
義
取
經
綸

爲
世
法
耳
，
六
藝
皆
周
公
之
政
典
，
故
立
爲
經
。（
六
経
は
も
と

も
と
尊
称
で
は
な
く
、
経
綸
の
模
範
と
い
う
意
味
か
ら
と
っ
た
の
で
あ
る
。
六

藝
は
い
ず
れ
も
周
公
の
政
典
で
あ
る
た
め
に
経
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
）」

と
あ
る
よ
う
に
、
六
経
の
通
時
的
普
遍
性
を
否
定
す
る
章
学
誠

に
と
っ
て
、
経
書
の
意
義
は
、
な
に
よ
り
も
そ
れ
ら
が
実
際
に

古
の
世
を
経
緯
・
経
綸
し
た
先
王
の
政
典
で
あ
っ
た
点
に
こ
そ

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
異
學
稱
經
以
抗
六
藝

愚
也
。
儒
者
僭
經
以
擬
六
藝
妄
也
。（
異
学
が
経
を
称
し
て
六
藝
に
対

抗
し
よ
う
と
す
る
の
は
愚
か
で
あ
る
。
儒
家
が
経
を
僭
称
し
て
六
藝
に
擬
す
る

の
は
で
た
ら
め
で
あ
る
）」（
同
上
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
し
、

「
夫
子
之
聖
，
非
遜
周
公
，
而
《
論
語
》
諸
篇
不
稱
經
者
，
以

其
非
政
典
也
。（
夫
子
の
聖
は
、
周
公
に
劣
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
論
語
』
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の
諸
篇
が
経
を
称
さ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
政
典
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
）」（
同

上
）
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。『
文
史
通
義
』
伝

記
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

大
抵
爲
典
爲
經
，
皆
是
有
德
有
位
，
綱
紀
人
倫
之
所
制
作
。

今
之
六
藝
是
也
。
夫
子
有
德
無
位
，
則
述
而
不
作
。
故
《
論

語
》《
孝
經
》
皆
爲
傳
，
而
非
經
。
而
易
繫
亦
止
稱
爲
大
傳
。

典
や
経
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
徳
も
位
も
あ
る

人
物
が
、
人
倫
を
綱
紀
す
る
た
め
に
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
の
六
藝
が
そ
れ
で
あ
る
。
夫
子
は
徳
は
あ
る
が
位
は
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
祖
述
す
る
の
み
で
制
作
は
な
さ
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
論
語
』『
孝
経
』
は
と
も

に
伝
な
の
で
あ
り
、
経
で
は
な
い
の
だ
。
易
の
繋
辞
伝
も
ま

た
大
伝
と
称
す
る
に
止
め
て
い
る
。

目
録
に
お
い
て
も
経
と
伝
と
を
峻
別
す
べ
き
こ
と
は
、『
校
讎

通
義
』
漢
志
六
藝
で
、
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

至
於
《
論
語
》《
孝
經
》《
爾
雅
》，
則
非
六
經
之
本
體
也
。

學
者
崇
聖
人
之
緒
餘
，
而
尊
以
經
名
，
其
實
皆
傅
體
也
。〔
原

注
：
非
周
公
舊
典
，
官
司
典
常
〕，
可
以
與
六
經
相
表
裏
而
不
可
以

與
六
經
爲
並
列
也
。
蓋
官
司
典
常
爲
經
，
而
師
儒
講
習
爲
傳
，

其
體
判
然
有
別
。
非
謂
聖
人
之
書
有
優
有
劣
也
。
是
以
劉
歆

《
七
略
》、
班
固
《
藝
文
》
敘
列
六
藝
之
名
，
實
爲
九
種
。
蓋

經
爲
主
而
傳
爲
附
，
不
易
之
理
也
。
後
世
著
録
之
法
、
無
複

規
矩
准
繩
、
或
稱
七
經
、
或
稱
九
經
、
或
稱
十
三
經
、
紛
紛

不
一
。

『
論
語
』『
孝
経
』『
爾
雅
』
に
つ
い
て
は
、
六
経
の
本
体

で
は
な
い
。
学
ぶ
者
が
聖
人
の
余
技
を
尊
崇
し
て
経
の
名
を

も
っ
て
呼
ぶ
も
の
の
、
実
際
は
ど
れ
も
伝
の
体
な
の
で
あ
る

〔
原
注
：
つ
ま
り
周
公
の
旧
典
、
官
府
の
典
常
で
は
な
い
〕。
伝
は
六
経

と
相
表
裏
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
六
経
と
並
び
立
つ
も
の

で
は
な
い
。
お
も
う
に
、
官
司
の
常
典
を
経
と
し
、
師
儒
の

講
習
を
伝
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
体
に
は
は
っ
き
り
と
し

た
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
聖
人
の
書
に
優
劣

が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で

劉
歆
の
『
七
略
』、
班
固
の
『
漢
書
』
藝
文
志
は
、
六
藝
の

名
で
も
っ
て
諸
書
を
列
叙
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
九
種
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
も
う
に
、
経
が
主
で
あ
っ
て
、

伝
が
附
で
あ
る
の
は
、
不
易
の
理
で
あ
る
。
後
世
に
お
よ
ぶ
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と
著
録
の
方
法
に
、
基
準
が
な
く
な
り
、
あ
る
も
の
は
七
経

を
称
し
、
あ
る
も
の
は
九
経
を
称
し
、
ま
た
あ
る
も
の
は

十
三
経
を
称
し
て
、
紛
紛
と
し
て
定
ま
ら
な
い
。

同
じ
『
校
讎
通
義
』
漢
志
六
藝
に
は
「
六
藝
之
名
，
實
爲
《
七

略
》
之
綱
領
，
學
者
不
可
不
知
其
義
也
。（
六
藝
と
い
う
類
名
は
、

ま
こ
と
に
『
七
略
』
の
要
で
あ
る
。
学
に
志
す
者
は
そ
の
意
味
を
知
ら
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
）」
と
あ
り
、『
校
讎
通
義
』
焦
竑
誤
校
漢
志
に

は
「
六
藝
略
中
，《
論
語
》、《
孝
經
》、
小
學
三
門
，
不
入
六
藝

之
本
數
，
則
標
名
六
藝
，
而
別
種
九
類
，
乃
是
經
傳
輕
重
之
權

衡
也
。（
六
藝
略
で
は
、『
論
語
』、『
孝
経
』、
小
学
の
三
門
は
実
際
に
は
六

藝
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
類
目
は
六
藝
と
称
し
な
が
ら
、
実
際

に
は
種
を
九
類
に
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
経
と
伝
の
均
衡
を

と
っ
た
措
置
で
あ
る
）」
と
あ
る
。（
実
際
に
は
自
身
も
経
と
藝
と
を
混
用

し
て
は
い
る
が
）
章
学
誠
が
経
よ
り
も
藝
と
い
う
呼
称
の
方
が
相

応
し
い
と
考
え
る
の
は
、『
漢
書
』
藝
文
志
が
六
藝
略
を
立
て

て
い
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
藝
の
語
が
持
つ
実

践
的
側
面
を
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

経
書
を
経
綸
・
経
世
に
用
い
ら
れ
た
先
王
の
政
典
と
す
る
章

学
誠
の
主
張
を
も
う
少
し
み
て
み
よ
う
。『
文
史
通
義
』
経
解

上
に
は
「
然
所
指
專
言
六
經
，
則
以
先
王
政
敎
典
章
，
綱
維
天

下
，
故
《
經
解
》
疏
別
六
經
，
以
爲
入
國
可
知
其
敎
也
。（〔
戦

国
以
降
、
儒
家
後
学
に
よ
っ
て
六
経
の
呼
称
が
起
こ
っ
た
〕
と
は
い
う
も
の
の

〔
経
と
い
う
語
の
〕
指
す
所
は
も
っ
ぱ
ら
六
経
、
つ
ま
り
先
王
に
お
け
る
政
教

の
典
章
に
よ
っ
て
、
天
下
を
綱
維
す
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
『
礼
記
』
経
解

篇
は
六
経
を
一
つ
一
つ
取
り
あ
げ
て
、
国
に
入
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
）」
と
あ
る
。
こ
こ
で
「《
經
解
》

疏
別
六
經
，
入
國
可
知
其
敎
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
（『
文

史
通
義
』
の
で
は
な
く
）『
礼
記
』
経
解
篇
で
、
そ
こ
に
は
「
孔
子

0

0

曰0

：0
入
其
國
，
其
敎
可
知
也
。
觀
其
風
俗
，
則
知
其
所
以
敎
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其
爲
人
也
溫
柔
敦
厚
，《
詩
》
敎

0

0

0

也
。
疏
通
知
遠
，《
書
》
敎

0

0

也
。

廣
博
易
良
，《
樂
》
敎

0

0

也
。
絜
靜
精
微
，《
易
》
敎

0

0

也
。
恭
儉
莊

敬
，《
禮
》
敎

0

0

也
。
屬
辭
比
事
，《
春
秋
》
敎

0

0

0

也
。」
と
あ
る
。

鄭
目
録
が
「
名
曰
經
解
者
，
以
其
記
六
藝
政
敎
之
得
失
也
。」

と
い
う
よ
う
に
、『
礼
記
』
経
解
篇
の
冒
頭
に
は
、
六
藝
の
政

教
に
お
け
る
効
果
、
風
俗
に
及
ぼ
す
影
響
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
章
学
誠
に
と
っ
て
は
六
経
が
政
教
の
典
章
で
あ
っ
た
こ

と
の
傍
証
と
も
い
う
べ
き
記
述
で
あ
っ
た
。『
文
史
通
義
』
内

篇
が
、
易
教
、
書
教
、
詩
教
、
経
解
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の

も
も
ち
ろ
ん
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
を
先
に
み
た
『
荘
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子
』
天
下
篇
の
「《
詩
》
以
道
志
，《
書
》
以
道
事
，《
禮
》
以

道
行
，《
樂
》
以
道
和
，《
易
》
以
道
陰
陽
，《
春
秋
》
以
道
名

分
。」
と
比
べ
て
み
る
と
、
章
学
誠
が
六
経
に
見
出
し
た
政
教

の
典
章
と
い
う
意
義
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ

ろ
う
。「
論
学
十
規
」
同
様
、
嘉
慶
元
（
一
七
九
六
）
年
、
五
十
九

歳
の
時
に
記
さ
れ
た
「
上
朱
中
堂
世
叔
書
」
に
は
「
近
刻
數
篇

呈
誨
。
題
似
説
經

0

0

0

0

，0

而
文
實
論
史

0

0

0

0

0

。
議
者
頗
譏
小
子
攻
史
而
強

説
經
，
以
爲
有
意
爭
衡
、
此
不
足
辨
也
。」
と
あ
る
。
胡
適
や

余
英
時
も
指
摘
す
る
よ
う
に
章
学
誠
の
生
前
す
で
に
刻
本
と
し

て
流
布
し
て
い
た
と
い
う
こ
の
数
篇
に
は
、
易
教
、
書
教
、
詩

教
の
諸
篇
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
経
解
三
篇
に
つ
い
て
は
浙

江
図
書
館
蔵
会
稽
徐
氏
抄
本
の
目
録
に
附
せ
ら
れ
た
原
注
か
ら
、
原
道
、
原
学
、

博
約
の
諸
篇
と
と
も
に
、
乾
隆
五
十
四
〔
一
七
八
九
〕
年
、
章
学
誠
五
十
三
歳

の
時
に
定
稿
を
得
た
も
の
と
胡
適
が
指
摘
し
て
い
る
）。
文
中
に
「
題
目

は
経
を
説
く
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
実
際
は
史
を
論
ず
る
も
の
で

す
」
と
あ
る
の
も
、
章
学
誠
の
関
心
が
経
書
の
内
容
そ
の
も
の

の
解
明
に
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
政
教
上
の
意
義
や
後

世
に
お
け
る
展
開
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

三
、
治
教
無
二
、
官
師
合
一
か
ら
百
家
争
鳴
へ

『
文
史
通
義
』
経
解
上
に
「《
易
》
曰

：

『
上
古
結
繩
而
治
，

後
世
聖
人
易
之
以
書
契
，
百
官
以
治
，
萬
民
以
察
』。
夫
爲
治

爲
察
，
所
以
宣
幽
隱
而
達
形
名
，
布
政
敎
而
齊
法
度
也
，
未
有

以
文
字
爲
一
家
私
言
者
也
。」
と
あ
り
、『
周
易
』
繋
辞
下
伝
の

記
述
を
根
拠
に
、
文
字
は
治
政
の
手
立
て
と
し
て
聖
人
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
、
そ
も
そ
も
私
門
の
著
述
は
存
在
し
え
な
か
っ

た
と
章
学
誠
が
考
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
。

同
趣
旨
の
発
言
は
「
上
古
簡
質
，
結
繩
未
遠
。
文
字
肇
興
，
書

取
足
以
達
微
隱
，
通
形
名
而
已
矣
。」（
書
教
上
）、「
上
古
結
繩

而
治
，
後
世
聖
人
易
之
以
書
契
，
百
官
以
治
，
萬
民
以
察
。
夫

文
字
之
用
，
爲
治
爲
察
，
古
人
未
嘗
取
以
爲
著
述
也
。」（
原
道

下
）
な
ど
、『
文
史
通
義
』
中
に
も
多
く
見
い
だ
せ
る
が
、
こ

こ
で
は
『
校
讎
通
義
』
原
道
を
み
て
み
よ
う
。

古
無
文
字
。
結
繩
之
治
，
易
之
書
契

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

，
聖
人
明
其
用
曰

：

「
百
官
以
治
，
萬
民
以
察
」。
夫
爲
治
爲
察
，
所
以
宣
幽
隱
而

達
形
名
，
蓋
不
得
已
而
爲
之
，
其
用
足
以
若
是
焉
斯
已
矣
。

理
大
物
博
，
不
可
殫
也
，
聖
人
爲
之
立
官
分
守
，
而
文
字
亦
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從
而
紀
焉
。
有
官
斯
有
法
，
故
法
具
於
官
，
有
法
斯
有
書
，

故
官
守
其
書
，
有
書
斯
有
學
，
故
師
傳
其
學
，
有
學
斯
有
業
，

故
弟
子
習
其
業
。
官
守
學
業
皆
出
於
一
，
而
天
下
以
同
文
爲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

治
，
故
私
門
無
著
述
文
字
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

私
門
無
著
述
文
字
，
則
官
守
之

分
職
，
即
羣
書
之
部
次
，
不
復
別
有
著
録
之
法
也
。

太
古
に
は
文
字
は
な
か
っ
た
。
結
縄
に
よ
っ
て
治
め
て
い

た
も
の
を
、
書
契
（
＝
文
字
）
に
か
え
た
の
で
あ
る
が
、
聖
人

は
そ
の
効
用
を
明
ら
か
に
し
て
、「
百
官
以
て
治
め
、
万
民

以
て
察
ら
か
な
り
。」
と
仰
っ
て
い
る
。
百
官
が
職
務
を
治

め
、
万
民
が
物
事
を
察
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、（
文
字
が
）

奥
深
い
事
柄
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
名
実
を
一
致
さ
せ
る
手

段
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
思
う
に
（
聖
人
は
）
時
勢
に
従
っ
て
そ

れ
を
用
い
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、（
当
時
に
お
い
て

は
）
文
字
の
効
用
は
た
だ
職
務
を
治
め
物
事
を
察
知
す
る
こ

と
の
み
に
あ
り
、
そ
れ
さ
え
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

理
は
至
大
で
あ
り
、
物
事
は
広
博
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
を

窮
め
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
聖
人
は
そ
こ
で
百
官
を
設

け
職
掌
を
分
担
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
文
書
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

に
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
官
職
が
あ
れ
ば
各
々
に
儀

法
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
儀
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
に
具
わ

る
の
で
あ
る
。
儀
法
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
記
し
た
書
物
が
存
在

す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
官
が
各
々
そ
の
書
物
を
守
る
の
で
あ

る
。
書
物
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
つ
い
て
の
学
問
が
存
在
す
る
。

そ
こ
で
師
が
そ
の
学
を
伝
承
す
る
。
学
問
が
あ
れ
ば
教
育
が

あ
る
。
そ
こ
で
弟
子
は
そ
の
教
育
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
官

職
と
学
業
と
が
ど
ち
ら
も
ひ
と
と
こ
ろ
か
ら
で
る
。
こ
う
し

て
天
下
は
同
文
に
よ
っ
て
政
治
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
た
め
私
門
に
は
著
述
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

私
門
に
著
述
が
な
け
れ
ば
百
官
の
分
掌
が
そ
の
ま
ま
群
書
の

分
類
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
外
に
著
録
の
法
も
な

か
っ
た
。

経
書
は
史
官
に
よ
る
記
録
、
先
王
の
政
典
で
あ
っ
た
と
い
う
章

学
誠
の
見
解
は
、
古
に
私
門
の
著
述
は
な
か
っ
た
（
従
っ
て
学
術
、

書
籍
の
分
類
も
百
官
の
分
掌
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
）、
と
い
う
主
張

と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
た
と
さ
れ
る
の
が
、
章
学
誠
が
「
治
敎
無
二
，
官
師
合
一
」

（『
文
史
通
義
』
原
道
中
）
と
表
現
す
る
、
政
治
・
学
問
・
教
育
が
一

体
と
な
っ
た
古
代
の
理
想
的
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

詩
教
上
に
「
古
未
嘗
有
著
述
之
事
也
。
官
師
守
其
典
章
，
史
臣
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錄
其
職
載
。
文
字
之
道
，
百
官
以
之
治
，
而
萬
民
以
之
察
，
而

其
用
已
備
矣
。
是
故
聖
王
書
同
文
以
平
天
下
，
未
有
不
用
之
於

政
敎
典
章
而
以
文
字
爲
一
人
之
著
述
者
也
。（
古
に
は
著
述
と
い
う

も
の
は
な
か
っ
た
。
官
師
は
所
管
す
る
典
章
を
ま
も
り
、
史
臣
は
職
掌
に
か
か

わ
る
記
録
を
と
っ
た
。
文
字
の
道
と
は
、
百
官
は
そ
れ
に
よ
っ
て
治
め
、
万
民

は
そ
れ
に
よ
っ
て
察
ら
か
に
な
る
こ
と
に
あ
り
、〔
古
に
お
い
て
〕
文
字
の
用

途
〔
ま
た
、
そ
の
効
用
〕
は
す
で
に
大
い
に
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
聖
王
は
同
文
に
よ
っ
て
天
下
を
平
ら
か
に
治
め
た
の
で
あ
っ
て
、
文
字
を

政
教
の
典
章
に
用
い
な
い
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
文
字
に
よ
っ
て
古
人
の
著
述
を

な
す
こ
と
も
な
か
っ
た
）」
と
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
文
史
通
義
』
史
釈
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

以
吏
爲
師
，
三
代
之
舊
法
也
。
秦
人
之
悖
於
古
者
，
禁

《
詩
》《
書
》
而
僅
以
法
律
爲
師
耳
。
三
代
盛
時
，
天
下
之
學
，

無
不
以
吏
爲
師
。《
周
官
》
三
百
六
十
，
天
人
之
學
備
矣
。

其
守
官
舉
職
，
而
不
墜
天
工
者
，
皆
天
下
之
師
資
也
。
東
周

以
還
，
君
師
政
敎
不
合
於
一
，
於
是
人
之
學
術
，
不
盡
出
於

官
司
之
典
守
。
秦
人
以
吏
爲
師
，
始
復
古
制
。
而
人
乃
狃
於

所
習
，
轉
以
秦
人
爲
非
耳
。
秦
之
悖
於
古
者
多
矣
，
猶
有
合

於
古
者
，
以
吏
爲
師
也
。

吏
を
も
っ
て
師
と
す
る
の
は
、
三
代
の
旧
法
で
あ
る
。
秦

人
の
古
に
も
と
る
の
は
、
詩
書
を
禁
じ
、
た
だ
法
律
を
も
っ

て
師
と
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
三
代
の
盛
時
に
は
、

天
下
の
学
は
吏
を
も
っ
て
師
と
し
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。

『
周
礼
』
に
記
さ
れ
た
三
百
六
十
の
官
職
に
は
天
人
の
学
が

具
備
し
て
い
た
一
五
。『
周
礼
』
が
定
め
る
官
職
で
天
下
を
治

め
る
働
き
を
失
わ
な
か
っ
た
者
は
、
す
べ
て
天
下
の
師
の
も

と
と
な
っ
た
一
六
。
東
周
以
降
、
政
治
と
教
育
と
は
乖
離
し
、

あ
ら
ゆ
る
学
術
が
官
府
の
職
分
掌
故
に
も
と
づ
く
と
い
う
こ

と
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
秦
人
が
吏
を
も
っ
て
師
と
し

た
の
は
、
よ
う
や
く
古
の
制
度
に
復
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

人
び
と
は
習
っ
た
と
こ
ろ
に
慣
れ
き
っ
て
し
ま
い
、
ま
す
ま

す
秦
人
を
誤
っ
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
秦
の
古
に

も
と
っ
た
こ
と
は
多
い
が
、
古
に
合
致
し
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、
吏
を
師
と
し
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

『
文
史
通
義
』
原
道
中
に
は
「
秦
人
禁
偶
語
詩
書
，
而
云
欲
學

法
令
，
以
吏
爲
師
。
夫
秦
之
悖
於
古
者
，
禁
詩
書
耳
。
至
云
學

法
令
者
，
以
吏
爲
師
，
則
亦
道
器
合
一
，
而
官
師
治
敎
，
未
嘗

分
歧
爲
二
之
至
理
也
。」
と
あ
り
、
ま
た
、『
校
讎
通
義
』
原
道
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に
も
「
秦
人
禁
偶
語
詩
書
，
而
云
欲
學
法
令
者
，
以
吏
爲
師
。

其
棄
詩
書
，
非
也
。
其
曰

：

以
吏
爲
師
，
則
猶
官
守
學
業
合
一

之
謂
也
。
由
秦
人
以
吏
爲
師
之
言
，
想
見
三
代
盛
時
，《
禮
》

以
宗
伯
爲
師
，《
樂
》
以
司
樂
爲
師
，《
詩
》
以
太
師
爲
師
，

《
書
》
以
外
史
爲
師
，
三
《
易
》《
春
秋
》，
亦
若
是
則
已
矣
。」

と
し
て
同
様
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
文
史
通

義
』
和
州
志
藝
文
書
序
例
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

夫
文
字
之
原
，
古
人
所
以
爲
治
法
也
。
三
代
之
盛
，
法
具

於
書
，
書
守
之
官
。
天
下
之
術
業
，
皆
出
於
官
師
之
掌
故
，

道
藝
於
此
焉
齊
，
德
行
於
此
焉
通
，
天
下
所
以
以
同
文
爲
治
。

而
《
周
官
》
六
篇
，
皆
古
人
所
以
即
守
官
而
存
師
法
者
也
。

不
爲
官
司
職
業
所
存
，
是
爲
非
法
，
雖
孔
子
言
禮
，
必
訪
柱

下
之
藏
是
也
。
三
代
而
後
，
文
字
不
隸
於
職
司
，
於
是
官
府

章
程
，
師
儒
習
業
，
分
而
爲
二
，
以
致
人
自
爲
書
，
家
自
爲

説
。そ

も
そ
も
文
字
の
は
じ
ま
り
は
、
古
人
が
治
法
を
な
す
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
三
代
の
盛
時
に
は
、
治
法
は
政
典
に
具

備
し
、
政
典
は
官
吏
の
職
掌
と
し
て
守
ら
れ
た
。
天
下
の
事

業
は
す
べ
て
官
師
の
掌
故
か
ら
出
て
、
道
と
（
六
）
藝
は
整

斉
し
、
徳
と
行
は
通
じ
あ
っ
た
。
天
下
が
同
文
を
も
っ
て
治

を
な
す
所
以
で
あ
る
。
ま
た
『
周
礼
』
の
六
篇
は
、
す
べ
て

古
人
が
官
職
に
即
し
て
職
掌
を
保
存
し
た
手
立
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
官
司
の
職
掌
と
し
て
存
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
法
と

は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
孔
子
で
さ
え
も
礼
に
つ

い
て
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
周
の
蔵
書
室
で
役
人
を
し
て
い
た

老
子
を
た
ず
ね
る
し
か
な
か
っ
た
。
三
代
以
降
、
文
字
は
官

司
の
独
占
で
は
な
く
な
り
、
官
府
の
文
書
と
師
弟
に
よ
る
学

業
の
授
受
と
が
別
々
の
こ
と
と
な
り
、
つ
い
に
は
人
ご
と
に

書
を
な
し
家
ご
と
に
説
を
な
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
「
夫
文
字
之
用
，
爲
治
爲
察
，
古
人
未
嘗
取
以

爲
著
述
也
。
以
文
字
爲
著
述
，
起
於
官
師
之
分
職
，
治
敎
之
分

途
也
。」（『
文
史
通
義
』
原
道
下
）、「
三
代
以
後
，
官
師
分
，
學
士

始
以
著
述
爲
一
家
言
。」（
為
謝
司
馬
撰
楚
辞
章
句
序
）
な
ど
と
あ
る

よ
う
に
、
私
門
の
著
述
の
起
源
が
、
治
教
無
二
、
官
師
合
一
体

制
の
崩
壊
に
あ
っ
た
と
い
う
章
学
誠
の
構
想
は
見
や
す
い
も
の

で
は
あ
る
が
、
も
う
一
例
を
『
文
史
通
義
』
経
解
上
か
ら
あ
げ

よ
う
。
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三
代
之
衰
，
治
敎
既
分
，
夫
子
生
於
東
周
，
有
德
無
位
，

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

懼
先
聖
王
法
積
道
備
，
至
於
成
周
，
無
以
續
且
繼
者
而
至
於

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

淪
失
也
，
於
是
取
周
公
之
典
章
，
所
以
體
天
人
之
撰
而
存
治

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

化
之
迹
者
，
獨
與
其
徒
，
相
與
申
而
明
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
此
六
藝
之
所
以

雖
失
官
守
，
而
猶
賴
有
師
敎
也
。
…
…
逮
夫
子
既

0

0

0

0

殁0

，
微
言

0

0

0

絶
而
大
義
將
乖
，
於
是
弟
子
門
人
，

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

各
以
所
見
、
所
聞
、
所

傳
聞
者
，
或
取
簡
畢
，
或
授
口
耳
，
録
其
文
而
起
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
…
…

至
於
官
師
既
分
，
處
士
橫
議
，
諸
子
紛
紛
，
著
書
立
説
，
而

文
字
始
有
私
家
之
言
，
不
盡
出
於
典
章
政
敎
也
。

三
代
が
衰
退
に
向
か
う
と
、
政
治
と
教
育
は
分
離
し
た
。

夫
子
は
東
周
に
生
ま
れ
、
徳
を
持
ち
な
が
ら
位
を
得
る
こ
と

が
で
き
ず
、
古
の
聖
王
の
治
法
は
積
み
重
な
り
、
道
体
は
具

備
し
て
成
周
に
い
た
っ
た
も
の
の
、
継
承
す
る
者
が
な
い
た

め
に
滅
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
。
そ
こ
で
、
周
公
の
典

章

―
天
道
と
人
事
の
規
律
を
体
現
し
、
治
理
と
教
育
の
事

蹟
を
保
存
す
る
も
の

―
を
取
り
あ
げ
た
の
で
あ
り
、
ひ
と

り
門
弟
達
と
と
も
に
そ
れ
を
敷
衍
し
、
闡
明
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
六
藝
が
官
守
を
失
い
な
が
ら
幸
い
に
も
師
承
に
よ
っ

て
（
存
続
し
得
て
）
い
た
理
由
で
あ
る
。
…
…
夫
子
が
没
す
る

と
、
微
妙
で
奥
深
い
言
葉
は
絶
え
（
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
）
大
義

は
乖
離
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
弟
子
門
人
ら
は
、
各

自
が
目
に
し
た
こ
と
、
耳
に
し
た
こ
と
、
伝
聞
し
た
こ
と
を
、

あ
る
者
は
簡
札
に
記
し
、
あ
る
者
は
口
授
し
、
そ
の
文
辞
を

と
ど
め
て
（
各
自
が
理
解
し
た
）
義
例
を
示
し
た
。
…
…
（
本
来

は
一
体
で
あ
っ
た
）
政
治
と
教
育
と
が
別
々
に
な
る
と
、
官
に

つ
か
な
い
処
士
が
好
き
勝
手
な
議
論
を
繰
り
広
げ
、
多
く
の

学
者
た
ち
が
入
り
乱
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
書
を
著
し
説
を
立

て
る
よ
う
に
な
り
、
文
字
に
初
め
て
私
家
の
言
が
あ
ら
わ
れ
、

（
古
の
よ
う
に
）
す
べ
て
が
典
章
政
教
か
ら
出
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
な
っ
た
。

周
が
衰
退
に
む
か
う
と
本
来
は
一
体
で
あ
っ
た
政
治
と
教
育
と

が
分
離
し
て
し
ま
っ
た
。
経
書
の
教
え
は
孔
子
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
政
典
と
し
て
の
機
能
を
失
う
こ
と
で
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
孔
子
が
没
す
る
と
か
ろ
う
じ
て
伝
え
ら
れ
て

い
た
微
言
は
絶
え
、
弟
子
毎
に
大
義
と
す
る
と
こ
ろ
も
ば
ら
ば

ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
諸
子
が
横
議
す
る
戦
国
の
世

に
い
た
る
と
つ
い
に
私
家
の
著
述
が
現
れ
、
治
教
無
二
、
官
師

合
一
の
伝
統
は
完
全
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
章
学
誠
は
主
張

す
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、『
漢
書
』
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藝
文
志
の
記
述
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
戦
国
期

に
は
じ
ま
っ
た
と
す
る
個
人
の
著
述
、
す
な
わ
ち
先
秦
諸
子
の

名
を
関
し
た
書
物
を
否
定
的
に
と
ら
え
た
も
の
の
よ
う
に
も
思

え
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。「
大
道
既
隱
，
諸
子
爭
鳴
，

皆
得
先
王
之
一
端
，
莊
生
所
謂
『
耳
目
口
鼻
，
皆
有
所
明
，
不

能
相
通
』
者
也
。」（
答
客
問
中
）、「
至
於
術
數
諸
家
，
均
出
聖
門

制
作
。
周
公
經
理
垂
典
，
皆
守
人
官
物
曲
，
而
不
失
其
傳
。」

（『
文
史
通
義
』
経
解
中
）
な
ど
と
い
う
発
言
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う

に
、
諸
子
か
ら
術
数
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
先
王
に

よ
っ
て
具
現
さ
れ
て
い
た
道
の
一
端
を
持
し
つ
つ
、
自
説
を
展

開
し
、
相
互
に
対
立
し
つ
つ
も
、（
周
代
の
官
制
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
）
総
体
と
し
て
は
、
い
わ
ば
相
補
的
に
機
能
し
て
い
た
と

章
学
誠
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
一
七
。「
著
述
始
專
於
戰
國
，

蓋
亦
出
於
勢
之
不
得
不
然
矣
。」（
詩
教
上
）
と
あ
る
こ
と
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
治
教
無
二
、
官
師
合
一
を
理
想
と
す
る
一

方
で
、
時
勢
に
よ
っ
て
そ
れ
が
崩
壊
し
、
個
人
に
よ
る
立
言
著

述
が
現
れ
た
こ
と
は
や
は
り
必
然
で
あ
っ
た
と
章
学
誠
は
み
な

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
勢
に
よ
っ
て
個
人
の
著
述
が
お

こ
る
経
緯
、
ま
た
、
個
人
の
著
述
の
あ
り
方
が
論
ぜ
ら
れ
る
詩

教
上
は
以
下
の
よ
う
に
説
き
起
こ
さ
れ
る
。

周
衰
文
弊
，
六
藝
道
息
，
而
諸
子
爭
鳴
。
蓋
至
戰
國
而
文

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

章
之
變
盡
，
至
戰
國
而
著
述
之
事
專
，
至
戰
國
而
後
世
之
文

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

體
備
；
故
論
文
於
戰
國
，
而
升
降
盛
衰
之
故
可
知
也
。
戰
國

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

之
文

0

0

、
奇
袤
錯
出
而
裂
於
道
、
人
知
之
。
其
源
皆
出
於
六
藝
、

0

0

0

0

0

0

0

人
不
知
也
。
後
世
之
文
、
其
體
皆
備
於
戰
國
、
人
不
知
。
其

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

源
多
出
於
詩
敎
、
人
愈
不
知
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
知
文
體
備
於
戰
國
、
而
始

可
與
論
後
世
之
文
。
知
諸
家
本
於
六
藝
、
而
後
可
與
論
戰
國

之
文
。
知
戰
國
多
出
於
詩
敎
而
後
可
與
論
六
藝
之
文
。
可
與

論
六
藝
之
文
、
而
後
可
與
離
文
而
見
道
。
可
與
離
文
而
見
道
、

而
後
可
與
奉
道
而
折
諸
家
之
文
也
。

周
が
衰
え
文
飾
過
多
の
弊
害
が
生
じ
る
と
、
六
藝
の
道
は

や
み
、
諸
子
が
争
鳴
し
た
。
お
も
う
に
戦
国
に
い
た
っ
て
文

章
の
変
化
は
極
ま
り
、
戦
国
に
い
た
っ
て
著
述
の
事
が
専
ら

に
な
り
、
戦
国
に
い
た
っ
て
後
世
の
文
体
が
備
わ
っ
た
。
だ

か
ら
文
章
を
論
ず
る
に
戦
国
時
代
に
お
い
て
す
れ
ば
、
隆
盛

衰
退
の
原
因
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
戦
国
の
文

章
は
詭
弁
や
誇
張
が
溢
出
し
、
道
が
四
分
五
裂
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
み
な
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
源
が
す
べ
て
六

藝
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
知
ら
な
い
で
い
る
。
後
世
の
文
体

が
戦
国
に
出
そ
ろ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
知
ら
ず
、
そ
の
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源
が
詩
の
教
え
に
あ
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
知
ら
な
い
。
文
体

は
戦
国
に
出
そ
ろ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
は
じ
め
て
後
世
の
文

を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
、
諸
子
が
六
藝
に
も
と
づ
く
こ
と
を

知
っ
て
よ
う
や
く
戦
国
の
文
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦

国
の
文
の
多
く
が
詩
の
教
え
か
ら
出
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て

そ
の
後
に
六
藝
の
文
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
、
六
藝
の
文
を

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
よ
う
や
く
文
章
を
離

れ
て
道
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
文
章
を
離
れ
て

道
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
道
を
奉
じ
て
諸
子
の
文

章
を
折
衷
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
文
弊
」
は
、『
史
記
』
高
祖
本
紀
の
論
賛
に
「
太
史
公
曰

：

夏

之
政
忠
。
忠
之
敝
，
小
人
以
野
，
故
殷
人
承
之
以
敬
。
敬
之
敝
，

小
人
以
鬼
，
故
周
人
承
之
以
文
。
文
之
敝
，
小
人
以
僿
，
故
救

僿
莫
若
以
忠
。
三
王
之
道
若
循
環
，
終
而
復
始
。
周
秦
之
閒
，

可
謂
文
敝
矣
。
秦
政
不
改
，
反
酷
刑
法
，
豈
不
繆
乎
。
故
漢
興
，

承
敝
易
變
，
使
人
不
倦
，
得
天
統
矣
。」
と
あ
る
の
を
承
け
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
夏
・
殷
・
周
三
代
の
政
治
的
気
風
を
忠
・

敬
・
文
で
代
表
さ
せ
、
そ
の
消
長
、
循
環
を
説
い
た
も
の
で
、

章
学
誠
の
学
問
に
お
け
る
風
気
の
循
環
に
関
す
る
持
論
や
時
勢

に
関
す
る
見
解
と
も
気
脈
の
通
じ
あ
う
思
考
で
あ
る
一
八
。
な

お
、
こ
の
よ
う
な
発
想
の
淵
源
、
根
拠
と
な
っ
て
き
た
、
注

一
一
所
引
の
『
周
易
』
繋
辞
下
伝
に
も
み
え
て
い
る
「
窮
則
變
，

變
則
通
，
通
則
久
。」
の
文
言
は
、『
文
史
通
義
』
内
篇
で
は
、

書
教
下
、
原
道
上
、
原
学
上
、
博
約
の
諸
篇
で
繰
り
返
し
用
い

ら
れ
、
章
学
誠
の
決
め
台
詞
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
さ
て
お
き
、
章
学
誠
に
よ
れ
ば
、
戦
国
の
文
章
に
つ
い
て

知
る
こ
と
は
、
六
藝
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
後

世
の
文
章
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
六

藝
爲
文
字
之
權
輿
」（
言
公
上
）
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、「
後

世
文
字
，
必
溯
源
於
六
藝
。」（『
校
讎
通
義
』
原
道
）
だ
か
ら
で
も

あ
る
。
詩
教
上
の
続
き
を
み
よ
う
。

戰
國
之
文

0

0

0

0

，0

其
源
皆
出
於
六
藝
。

0

0

0

0

0

0

0

何
謂
也
。
曰

：

道
體
無

0

0

0

所
不
該

0

0

0

，0

六
藝
足
以
盡
之
。
諸
子
之
爲
書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

，0

其
持
之
有
故
而

0

0

0

0

0

0

言
之
成
理
者

0

0

0

0

0

，0

必
有
得
於
道
體
之
一
端

0

0

0

0

0

0

0

0

0

，0

而
後
乃
能
其
説
，

以
成
一
家
之
言
也

0

0

0

0

0

0

0

。
所
謂
一
端
者
，
無
非
六
藝
之
所
該
，
故

推
之
而
皆
得
其
所
本
，
非
謂
諸
子
果
能
服
六
藝
之
敎
，
而
出

辭
必
衷
於
是
也
。《
老
子

0

0

》0

説
本
陰
陽

0

0

0

0

，《
0

莊0

》《
0

列0

》0

寓
言

0

0

假
象

0

0

，《
0

易0

》0

敎0

也
。
鄒
衍
侈
言
天
地

0

0

0

0

0

0

0

，0

關
尹
推
衍
五
行

0

0

0

0

0

0

，0
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《
0

書0

》0

敎
也
。
管
・
商
法
制
、
義
存
政
典

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

，《
0

禮0

》0

敎
也
。

0

0

申
・
韓
刑
名

0

0

0

0

，0

旨
歸
賞
罰

0

0

0

0

，《
0

春
秋

0

0

》0

敎
也

0

0

。
其
他
楊
・

墨
・
尹
文
之
言
、
蘇
・
張
、
孫
・
呉
之
術
，
辨
其
源
委
，
挹

其
旨
趣
，
九
流
之
所
分
部
，《
七
錄
》
之
所
敘
論
，
皆
於
物

曲
人
官
，
得
其
一
致
，
而
不
自
知
爲
六
典
之
遺
也
。

戦
国
の
文
章
の
源
が
六
藝
に
で
て
い
る
と
い
う
の
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
道
体
に
は
行
き
渡
ら
な
い
も
の
は
な
く
、
六

藝
は
そ
れ
を
十
分
に
尽
く
す
こ
と
が
で
き
た
。
諸
子
が
書
を

な
し
て
、
そ
の
主
張
に
根
拠
が
あ
り
、
発
言
に
理
屈
が
あ
る

の
は
、
必
ず
そ
れ
が
道
体
の
一
端
を
獲
得
し
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
各
々
が
自
説
を
思
う
よ
う
に
発
展
さ
せ

て
一
家
の
言
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
一
端
と
い
う
の
は
、
六

藝
に
は
及
ば
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
た
め
に
、
辿
っ
て
い
け
ば

す
べ
て
も
と
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
諸

子
が
し
っ
か
り
六
藝
の
教
え
に
服
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
が
、
そ
の
発
言
に
は
か
な
ら
ず
六
藝
に
か
な
う
部
分

が
あ
る
の
で
あ
る
。『
老
子
』
の
説
が
陰
陽
に
も
と
づ
き
、

『
荘
子
』『
列
子
』
が
寓
言
・
仮
象
す
る
の
は
、
易
の
教
え
で

あ
る
。
鄒
衍
が
天
地
を
壮
語
し
、
関
尹
が
五
行
を
演
繹
す
る

の
は
書
の
教
え
で
あ
る
。
管
仲
・
商
鞅
の
法
制
の
義
は
政
典

に
あ
り
、
礼
の
教
え
で
あ
る
。
申
不
害
・
韓
非
の
刑
名
の
意

は
賞
罰
に
あ
り
、
春
秋
の
教
え
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
楊

朱
・
墨
翟
・
尹
文
子
の
発
言
、
蘇
秦
・
張
儀
・
孫
武
・
呉
起

の
術
数
に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
末
を
辨
じ
、
そ
の
趣
旨
を
汲

め
ば
、（『
七
略
』『
漢
書
』
藝
文
志
に
お
け
る
）
諸
子
九
流
の
分
類

や
『
七
録
』
の
叙
述
が
、
す
べ
て
人
事
万
般
に
わ
た
る
古
の

諸
制
度
に
合
致
す
る
の
に
、
彼
ら
自
身
は
六
典
の
遺
裔
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
よ
う
な
発
言
は
、
も
ち
ろ
ん
、

『
漢
書
』
藝
文
志
の
六
芸
略
序
や
諸
子
略
中
の
記
述
か
ら
着
想

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
一
九
。
し
か
し
、『
漢
書
』
藝
文
志
が
、
そ

の
こ
と
を
語
る
場
合
、
劉
歆
の
立
場
か
ら
、
儒
家
、
あ
る
い
は

古
文
の
優
位
性
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
後
世
に
お
け
る
変
化

を
逸
脱
、
堕
落
と
み
る
通
奏
低
音
が
流
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

次
に
挙
げ
る
「
和
州
志
藝
文
書
序
例
」
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

章
学
誠
は
そ
の
変
化
を
必
然
と
考
え
、
よ
り
積
極
的
な
評
価
を

く
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

書
既
散
在
天
下
，
無
所
統
宗
，
於
是
著
錄
部
次
之
法
出
而
治
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之
，
亦
勢
之
所
不
容
已
然
。
自
有
著
錄
以
來
，
學
者
視
爲
紀
數

簿
籍
，
求
能
推
究
同
文
爲
治
而
存
六
典
識
職
之
遺
者
，
惟
劉
向
、

劉
歆
所
爲
《
七
略
》《
别
錄
》
之
書
而
已
。
故
其
分
别
九
流
，

論
次
諸
子
，
必
云

：

「
出
於
古
者
某
官
之
掌
，
其
流
而
爲
某
家

之
學
，
失
而
爲
某
事
之
敝
。」
條
宣
究
極
，
隱
括
無
遺
，
學
者

苟
能
循
流
而
溯
源
，
雖
曲
藝
小
數
，
詖
辭
邪
說
，
皆
可
返
而
通

乎
大
道
。

（
治
教
無
二
、
官
師
合
一
の
体
制
が
崩
壊
し
、
や
が
て
私
門
に
著
述
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
）
書
籍
が
天
下
に
散
じ
、
統
轄
さ
れ
る
こ
と
も
な

く
な
っ
た
た
め
、
目
録
分
類
と
い
う
方
法
が
登
場
し
、
書
籍
を

整
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
止
め
よ
う
の
な
い

趨
勢
で
あ
っ
た
。
目
録
の
出
現
以
降
、
学
問
に
志
す
者
は
そ
れ

を
篇
数
を
記
録
し
帳
簿
を
作
成
す
る
だ
け
の
も
の
と
み
な
し
、

同
文
為
治
を
推
究
し
、
六
典
の
遺
制
を
保
存
し
え
た
の
は
、
た

だ
劉
向
・
劉
歆
の
『
七
略
』『
別
録
』
の
書
の
み
で
あ
っ
た
。

二
劉
は
、
諸
子
を
九
流
に
分
け
て
論
じ
る
際
、
必
ず
、「
古
の

某
官
の
職
掌
に
発
し
、
流
れ
て
某
家
の
学
と
な
り
、
欠
点
は
何

某
の
弊
害
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て
、
箇
条
を
挙
げ
て
究
極
ま
で

総
括
し
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
逸
脱
を
矯
正
し
て
い
る
。
学
に
志

す
者
が
流
れ
に
従
い
源
に
遡
れ
ば
、
末
枝
賤
業
で
あ
る
方
技
・

数
術
も
、
妄
言
・
邪
説
も
、
み
な
立
ち
返
っ
て
、
大
道
に
通
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
章
学
誠
が
諸
子
の
ど
こ
を
評
価
し
て
い
る
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
諸
子
の
思
想
や
主
張
が
、（
そ
れ
な
り
に

で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
）
経
世
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
点
で
あ
ろ
う
。『
老
子
』『
荘
子
』『
列
子
』、
鄒
衍
・
関
尹

子
、
管
仲
・
商
鞅
、
申
不
害
・
韓
非
を
そ
れ
ぞ
れ
、
易
・
書
・

礼
・
春
秋
の
教
え

0

0

を
継
承
す
る
者
と
し
て
い
る
の
が
何
よ
り
も

雄
弁
に
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
言
公
上
で
は
、
そ
の

こ
と
を
「
周
衰
文
弊
，
諸
子
爭
鳴
，
蓋
在
夫
子
旣
沒
微
言
絶
，

而
大
義
之
已
乖
也
。
然
而
諸
子
思
以
其
學
易
天
下
。（
周
が
衰
え

文
飾
過
多
の
弊
害
が
生
じ
、
諸
子
が
争
鳴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
夫

子
が
没
す
る
と
奥
深
い
言
葉
の
伝
承
が
途
絶
え
、
大
義
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
諸
子
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
に
よ
っ

て
天
下
を
改
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
）」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
さ
て
、『
周
易
』
繋
辞
下
伝
の
「
天
下
同
帰
而
殊
塗
，

一
致
而
百
慮
。」
と
い
う
一
句
は
、『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
み

え
る
六
家
要
指
や
『
漢
書
』
藝
文
志
諸
子
略
叙
に
も
引
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
戦
国
末
か
ら
漢
初
に
か
け
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て
す
す
ん
だ
、
中
国
古
代
に
お
け
る
思
想
の
総
合
化
を
象
徴
す

る
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
が
、『
文
史
通
義
』
で
は
「
夫
子

曰

：

天
下
同
歸
而
殊
途
一
致
而
百
慮
。
君
子
之
於
六
藝
，
一
以

貫
之
，
斯
可
矣
」（
易
教
下
）
と
し
て
み
え
て
い
る
。
章
学
誠
に

と
っ
て
、
六
藝
を
貫
く
も
の
、
そ
し
て
諸
子
へ
と
流
れ
て
い
く

も
の
、
そ
れ
は
経
世
致
用
の
精
神
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
差
し

挟
む
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
詩
教
上
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う

に
続
く
。

戰
國
之
文
，
既
源
於
六
藝
。
又
謂
多
出
於

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

《0

詩0

》0

敎0

，
何

謂
也
。
曰

：

戰
國
者
，
縱
橫
之
世
也
。
縱
橫
之
學
，
本
於
古

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

者
行
人
之
官

0

0

0

0

0

。
觀
春
秋
之
辭
命
，
列
國
大
夫
，
聘
問
諸
侯
，

出
使
專
對
，
蓋
欲
文
其
言
以
達
旨
而
已
。
至
戰
國
而
抵
掌
揣

摩
，
騰
説
以
取
富
貴
，
其
辭
敷
張
而
揚
厲
，
變
其
本
而
加
恢

奇
焉
，
不
可
謂
非
行
人
辭
命
之
極
也
。
孔
子
曰

：

「
誦
詩

三
百
，
授
之
以
政
，
不
達
。
使
於
四
方
，
不
能
專
對
，
雖
多

奚
爲
」。
是
則
比
興
之
旨
，
諷

0

0

0

0

0

喻0

之
義
，
固
行
人
之
所
肄
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

縱
橫
者
流
，
推
而
衍
之
，
是
以
能
委
折
而
入
情
，
微
婉
而
善

諷
也
。

戦
国
の
文
章
が
六
藝
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、

そ
れ
が
詩
の
教
え
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
戦
国
は
縦
横
の
時
代
で
あ
る
。
縦
横
の
学
は

古
代
の
行
人
の
官
に
由
来
す
る
。
春
秋
時
代
の
外
交
交
渉
に

お
け
る
応
対
を
見
る
に
、
各
国
の
大
夫
は
諸
侯
を
訪
問
す
れ

ば
使
節
と
し
て
一
人
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
発
言
を

飾
っ
て
意
図
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
よ
う
と
し
た
だ
け
の

こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
戦
国
時
代
に
な
る
と
談
論
風
発
し
て

相
手
の
気
持
ち
を
推
し
量
り
、
自
説
を
打
ち
上
げ
て
富
貴
を

め
ざ
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
言
葉
は
誇
張
さ
れ
過
激
に
な
り
、

本
来
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
奇
抜
さ
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
行
人
の
弁
舌
の
極
致
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
孔

子
は
、
詩
三
百
を
誦
し
て
い
て
も
、
政
務
を
委
ね
ら
れ
て
責

任
が
果
た
せ
ず
、
四
方
に
使
い
し
て
自
身
の
考
え
で
応
対
で

き
な
け
れ
ば
、
多
く
の
詩
を
知
っ
て
い
て
も
何
の
役
に
立
つ

だ
ろ
う
か
、
と
仰
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
比
興
の
趣
旨
、
諷
諭

の
意
義
が
も
と
よ
り
行
人
の
本
領
と
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で

あ
る
。
縦
横
家
の
流
れ
は
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
た
め
、
委
曲

を
尽
く
し
て
人
情
の
機
微
を
穿
ち
、
微
妙
で
婉
曲
な
表
現
に

よ
る
諷
諭
に
長
じ
た
の
で
あ
る
。
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章
学
誠
が
、
諸
子
百
家
の
源
は
六
経
に
遡
れ
る
と
し
つ
つ
、
特

に
詩
と
の
関
連
を
強
調
し
た
の
は
、
戦
国
の
世
を
縦
横
家
の
時

代
と
総
括
し
た
上
で
、『
漢
書
』
藝
文
志
諸
子
略
縦
横
家
叙
の

「
從
横
家
者
流
，
蓋
出
於
行
人
之
官
。
孔
子
曰

：

『
誦
詩
三
百
，

使
於
四
方
，
不
能
專
對
，
雖
多
亦
奚
以
爲
』。
又
曰

：

『
使
乎
，

使
乎
』。
言
其
當
權
事
制
宜
，
受
命
而
不
受
辭
，
此
其
所
長
也
。

及
邪
人
爲
之
，
則
上
詐
諼
而
棄
其
信
。（
縦
横
家
は
、
行
人
の
官
〔
賓

客
や
使
者
の
接
待
を
職
掌
と
す
る
〕
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
孔
子
は

「
詩
三
百
を
誦
し
て
四
方
に
使
い
す
る
際
、
自
分
独
り
の
考
え
で
応
対
で
き
な

け
れ
ば
、
多
く
の
詩
を
知
っ
て
い
て
も
何
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
。」
と
言
っ

て
い
る
。
ま
た
「
立
派
な
使
者
だ
、
こ
れ
こ
そ
使
者
で
あ
る
。」
と
も
言
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
事
に
当
た
る
に
は
臨
機
応
変
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
主
人
か

ら
命
は
受
け
て
も
〔
先
方
へ
伝
え
る
べ
き
具
体
的
な
〕
文
辞
は
受
け
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
そ
の
点
が
縦
横
家
の
長
ず
る
所
で
あ
る
。
邪
悪
な
人
間
が
こ
れ
を

行
え
ば
、
詐
欺
に
傾
い
て
信
用
を
失
う
こ
と
に
な
る
。）」
と
い
う
記
述
を

根
拠
に
、
行
人
の
流
れ
を
汲
む
諸
子
に
、
諷
諭
、
比
興
と
い
う

詩
の
教
え

0

0

を
見
出
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
繰
り
返
す
ま
で

も
な
い
が
、
そ
れ
は
、「
諸
子
百
家
，
不
衷
大
道
，
其
所
以
持

之
有
故
而
言
之
成
理
者
，
則
以
本
原
所
出
，
皆
不
外
於
《
周

官
》
之
典
守
。（
諸
子
百
家
は
大
道
に
は
か
な
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
主
張

に
根
拠
が
あ
り
、
そ
の
発
言
に
理
屈
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
根
本
が
す
べ
て

『
周
礼
』
の
職
掌
に
由
来
す
る
た
め
で
あ
る
）」（
易
教
下
）、
つ
ま
り
諸
子

百
家
は
『
周
礼
』
三
百
六
十
官
の
末
裔
で
あ
り
、
そ
の
主
張
に

は
経
世
へ
の
指
向
が
存
す
る
た
め
な
の
で
あ
っ
た
。

四
、
む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
章
学
誠
の
文
史
・
校
讎
の
学
に
お
け
る
経
書
の
位
置

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。「
古
之
所
謂
經
，
乃
三
代
盛

時
，
典
章
法
度
，
見
於
政
敎
行
事
之
實
。」（『
文
史
通
義
』
経
解
上
）

と
あ
る
よ
う
に
、
経
書
の
経
書
た
る
所
以
は
そ
れ
が
天
下
を
経

綸
す
る
先
王
の
政
典
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
章
学
誠
は
考
え
て

お
り
、
六
経
皆
史
説
も
古
人
無
著
書
説
も
そ
れ
を
前
提
と
し
て

成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
両
説
の
背
景
に
は
、
治
教

無
二
、
官
師
合
一
と
称
す
る
、
政
治
・
学
問
・
教
育
が
一
体
と

な
っ
た
古
代
の
理
想
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
章
学
誠
に

と
っ
て
、
六
経
は
す
べ
て
の
学
問
・
著
述
の
源
流
で
あ
る
と
同

時
に
、
す
べ
て
の
学
問
・
著
述
は
、
六
経
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
経
世
を
指
向
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
経
世
は
、
先
王
の
政
典
で
あ
る
経
書
が
そ
う
で
あ
っ
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た
よ
う
に
、
変
化
し
て
や
ま
な
い
そ
の
時
々
の
情
勢
に
即
応
し

た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。『
文
史
通
義
』
史
釈
に
は
以

下
の
よ
う
に
あ
る
。

蓋
自
官
師
治
敎
分
，
而
文
字
始
有
私
門
之
著
述
；
於
是
文

章
學
問
，
乃
與
官
司
掌
故
爲
分
途
，
而
立
敎
者
可
得
離
法
而

言
道
體
矣
。《
易
》
曰

：

「
茍
非
其
人
，
道
不
虛
行
」。
學
者

崇
奉
《
六
經
》，
以
謂
聖
人
立
言
以
垂
敎
，
不
知
三
代
盛
時
，

各
守
專
官
之
掌
故
，
而
非
聖
人
有
意
作
爲
文
章
也
。《
傳
》

0

曰0

：0
「
禮
，
時
爲
大

0

0

0

0

0

」。
又
曰

：

「
書
同
文
」。
蓋
言
貴
時
王

0

0

0

0

0

之
制
度
也
。
學
者
但
誦
先
聖
遺
言
，
而
不
達
時
王
之
制
度
，

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

是
以
文
爲
鞶

0

0

0

0

0

帨0

繡
之
玩
，
而
學
爲
鬥
奇
射
覆
之
資
，
不
復
計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其
實
用
也

0

0

0

0

。
故
道
隱
而
難
知
，
士
大
夫
之
學
問
文
章
，
未
必

足
備
國
家
之
用
也
。
法
顯
而
易
守
，
書
吏
所
存
之
掌
故
，
實

國
家
之
制
度
所
存
，
亦
即
堯
・
舜
以
來
，
因
革
損
益
之
實
跡

也
。
故
無
志
於
學
則
已
，
君
子
苟
有
志
於
學
，
則
必
求
當
代

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

典
章
，
以
切
於
人
倫
日
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

，
必
求
官
司
掌
故
，
而
通
於
經
術

精
微
，
則
學
爲
實
事
，
而
文
非
空
言
，
所
謂
有
體
必
有
用
也
。

不
知
當
代
而
言
好
古
，
不
通
掌
故
而
言
經
術
，
則
鞶

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

帨0

之
文
，

0

0

射
覆
之
學
，
雖
極
精
能

0

0

0

0

0

0

0

0

，
其
無
當
於
實
用
也
審
矣
。

お
も
う
に
、
官
治
と
師
教
が
分
か
れ
て
私
門
に
著
述
が
生

ま
れ
、
文
章
や
学
問
は
、
官
府
の
掌
故
か
ら
乖
離
し
、
教
え

を
た
て
る
者
は
（
具
体
的
な
）
治
法
を
離
れ
て
道
体
を
語
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。『
易
』
に
は
、「（
当
を
得
た
）
人
物
で
な
け

れ
ば
道
だ
け
が
虚
ろ
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」（
繋
辞
下
伝
）

と
あ
る
。
学
ぶ
者
は
六
経
を
尊
崇
し
、
聖
人
が
立
言
し
て
教

え
を
垂
れ
た
も
の
と
思
い
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
三
代
の
盛

時
に
専
門
の
各
官
署
が
守
っ
て
い
た
掌
故
で
あ
っ
て
、
聖
人

が
意
を
も
っ
て
文
章
を
な
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
な

い
で
い
る
。
伝
に
は
「
礼
は
時
宜
を
重
ん
じ
る
。」（『
礼
記
』

礼
器
）
と
い
う
。
ま
た
、「
文
書
は
字
体
が
統
一
さ
れ
た
。」

（『
礼
記
』
中
庸
）
と
も
あ
る
。
お
も
う
に
当
代
の
帝
王
の
制
度

を
貴
ぶ
べ
き
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。（
と
こ
ろ
が
）

学
ぶ
者
は
先
王
の
遺
し
た
文
言
を
拝
誦
す
る
ば
か
り
で
、
当

代
の
帝
王
の
制
度
に
熟
達
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
う
し
て

文
章
は
大
帯
や
佩
巾
に
縫
い
つ
け
た
刺
繡
の
ご
と
き
飾
り
物

と
な
り
、
学
問
は
奇
を
衒
い
遊
戯
の
た
め
の
材
料
と
な
り
、

ふ
た
た
び
実
用
に
供
そ
う
と
い
う
試
み
も
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
た
め
に
道
は
隠
れ
て
知
り
が
た
く
な
り
、
士

大
夫
の
学
問
も
文
章
も
国
家
の
用
に
備
え
る
に
必
ず
し
も
十
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分
で
は
な
く
な
っ
た
。
法
は
明
ら
か
で
守
り
や
す
く
、
書
吏

が
保
存
す
る
掌
故
は
、
実
は
国
家
の
制
度
の
存
在
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
堯
舜
以
来
の
制
度
沿
革
の
顕
迹
で
も
あ

る
。
だ
か
ら
学
問
へ
の
志
が
な
け
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
君

子
が
か
り
そ
め
に
も
学
問
に
志
そ
う
と
す
る
な
ら
、
き
っ
と

当
代
の
制
度
を
追
求
し
て
人
倫
日
用
に
密
着
し
、
官
府
の
掌

故
を
追
求
し
て
経
術
の
精
微
に
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
す
れ
ば
学
問
は
実
事
と
な
り
、
文
章
は
空
言
で
な
く
な

る
。
い
わ
ゆ
る
実
体
が
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
作
用
が
あ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
当
代
を
知
ら
ず
に
「
古
を
好
む
」（『
論
語
』

述
而
）
と
い
い
、
掌
故
に
通
ぜ
ず
に
経
術
を
語
れ
ば
、（
飾
り

に
す
ぎ
な
い
）
大
帯
や
佩
巾
の
ご
と
き
文
章
、（
奇
を
衒
う
）
遊

戯
の
よ
う
な
学
問
に
堕
し
て
し
ま
い
、
精
通
熟
達
を
き
わ
め

た
と
し
て
も
、
実
用
に
適
さ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

章
学
誠
の
学
問
が
当
代
の
経
世
に
対
す
る
関
心
に
貫
か
れ
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
心
は
（
も
ち
ろ
ん
章

学
誠
の
目
に
は
そ
の
よ
う
に
映
じ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
が
）
経
書
の
一

字
一
句
の
穿
鑿
に
終
始
す
る
考
証
学
や
「
六
経
全
是
天
理
」

（『
朱
子
語
類
』
巻
十
一
）
な
ど
と
断
じ
る
宋
学
に
対
す
る
批
判
か
ら

生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
三
代
以
前
，《
詩
》《
書
》
六
藝
，

未
嘗
不
以
敎
人
，
不
如
後
世
尊
奉
六
經
，
別
爲
儒
學
一
門
，
而

專
稱
爲
載
道
之
書
者
。
蓋
以
學
者
所
習
，
不
出
官
司
典
守
，
國

家
政
敎
。
而
其
爲
用
，
亦
不
出
於
人
倫
日
用
之
常
。（
三
代
以
前

は
詩
書
六
藝
は
教
育
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
世
の
よ
う
に
六
経
と
し

て
奉
り
、
別
に
儒
学
の
一
門
を
た
て
、
も
っ
ぱ
ら
載
道
の
書
と
み
な
す
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
学
ぶ
者
の
習
う
と
こ
ろ
は
官
吏
の
職
掌
、
国
家
の
政
教
以

外
に
は
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
を
用
い
る
と
こ
ろ
も
、
人
倫
日
常
以
外
に
は
な

か
っ
た
た
め
で
あ
る
）｣

（
原
道
中
）、「
或
曰

：

聯
文
而
後
成
辭
，
屬

辭
而
後
著
義
，
六
書
不
明
，《
五
經
》
不
可
得
而
誦
也
。
然
則

數
千
年
來
、
諸
儒
尚
無
定
論
、
數
千
年
人
不
得
誦
《
五
經
》
乎
。

（
文
字
を
連
ね
て
文
章
を
つ
く
り
、
文
章
を
重
ね
て
義
を
著
す
の
だ
か
ら
、
六

書
に
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
五
経
は
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
な
ど
と
い
う
者
が

い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
数
千
年
来
、
学
者
た
ち
が
議
論
し
て
ま
だ
定
論
を
え
な

い
の
だ
か
ら
、
数
千
年
来
、
五
経
を
読
め
て
い
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
）」

（
説
文
字
原
課
本
書
後
）
と
い
っ
た
発
言
か
ら
は
、
考
証
学
批
判
、

宋
学
批
判
を
通
じ
て
章
学
誠
が
経
書
に
求
め
た
も
の
が
髣
髴
と

し
て
く
る
。
ふ
た
た
び
史
釈
の
一
段
を
あ
げ
る
。

夫
三
王
不
襲
禮
，
五
帝
不
沿
樂
。
不
知
禮
時
爲
大
，
而
動
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言
好
古
，
必
非
真
知
古
制
者
也
。
是
不
守
法
之
亂
民
也
，
故

夫
子
惡
之
。
若
夫
殷
因
夏
禮
，
百
世
可
知
。
損
益
雖
曰
隨
時
，

未
有
薄
堯
・
舜
而
詆
斥
禹
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
而
可
以
爲

治
者
。
李
斯
請
禁
《
詩
》《
書
》，
君
子
以
謂
愚
之
首
也
。
後

世
之
去
唐
・
虞
・
三
代
，
則
更
遠
矣
。
要
其
一
朝
典
制
，
可

以
垂
奕
世
而
致
一
時
之
治
平
者
，
未
有
不
於
古
先
聖
王
之
道
，

得
其
仿
佛
者
也
。
故
當
代
典
章
，
官
司
掌
故
，
未
有
不
可
通

於
《
詩
》《
書
》
六
藝
之
所
垂
，
而
學
者
昧
於
知
時
，
動
矜

博
古
，
譬
如
考
西
陵
之
蠶
桑
，
講
神
農
之
樹
藝
，
以
謂
可
禦

饑
寒
，
而
不
須
衣
食
也
。

そ
も
そ
も
三
王
は
礼
制
を
踏
襲
せ
ず
、
五
帝
は
奏
楽
を
継

承
し
な
か
っ
た
。
礼
は
時
宜
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
知
ら
な
い

で
、
や
や
も
す
れ
ば
古
を
好
む
な
ど
と
い
っ
て
ま
わ
る
の
は
、

き
っ
と
本
当
に
古
の
制
度
を
理
解
し
た
者
で
は
な
い
。
法
を

守
ら
ぬ
乱
民
で
あ
る
。
だ
か
ら
夫
子
は
そ
れ
を
憎
ん
だ
の
だ
。

そ
も
そ
も
「
殷
は
夏
の
礼
に
よ
っ
て
い
る
。
…
…
百
代
で
あ

ろ
う
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。」（『
論
語
』
為
政
）
な
ど
と
あ

る
よ
う
に
、
損
益
は
時
に
し
た
が
う
と
い
い
な
が
ら
、
堯
、

舜
を
軽
ん
じ
、
禹
、
湯
、
文
、
武
、
周
公
を
謗
っ
て
政
治
の

で
き
た
者
な
ど
な
い
。
李
斯
が
詩
書
を
禁
ず
る
よ
う
請
う
た

こ
と
を
君
子
は
愚
の
最
た
る
も
の
と
み
な
す
。
後
世
の
唐
、

虞
、
三
代
を
去
る
こ
と
は
さ
ら
に
遠
い
の
だ
。
要
す
る
に
、

一
朝
の
典
制
が
数
代
に
及
び
、
一
時
の
治
国
平
天
下
を
実
現

で
き
た
も
の
に
は
、
古
の
聖
王
の
道
に
お
い
て
、
そ
れ
を
彷

彿
と
さ
せ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
当
代
の
制
度
や

官
府
の
掌
故
に
は
詩
書
六
藝
が
後
世
に
伝
え
た
も
の
に
通
じ

な
い
も
の
は
な
い
の
だ
。
と
す
る
と
、
学
ぶ
者
が
今
を
知
る

こ
と
に
暗
く
、
と
も
す
れ
ば
古
に
詳
し
い
こ
と
を
誇
る
の
は
、

譬
え
る
な
ら
、
西
陵
氏
が
始
め
た
と
い
う
養
蠶
に
つ
い
て
考

察
し
、
神
農
が
教
え
た
と
い
う
農
業
に
つ
い
て
講
究
す
る
こ

と
で
、
飢
え
や
寒
さ
は
ふ
せ
げ
る
、
衣
服
や
食
料
は
い
ら
な

い
と
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

当
然
、
学
問
も
経
世
を
指
向
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

六
経
皆
史
説
は
、
章
学
誠
と
同
時
代
を
生
き
た
袁
枚
（
一
七
一
六

～
一
七
九
七
）
も
唱
道
し
て
い
た
こ
と
、
章
学
誠
が
そ
の
袁
枚
を

忌
み
嫌
っ
た
こ
と
と
と
も
に
周
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
そ
の
二

人
に
性
情
自
得
と
い
う
共
通
点
を
見
出
し
た
島
田
虔
次
は
、

「
そ
も
そ
も
、
詩
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
袁
枚
の
性
情
と
経
世
を

0

0

0

高
唱
す
る
章
氏
の
性
情

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
で
は
、
そ
の
間
、
三
百
六
十
度
の
距
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離
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
…
…
（
両
人
の
）

性
情
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
、
内
容
を
異
に
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
一
は
道
理
聞
見
以
前
の
人
間
的
自
然
と

し
て
の
性
情
、
一
は
道
理
聞
見
に
よ
つ
て
中
正
に
教
養
せ
ら
れ

た
性
情
、
と
い
う
ふ
う
に
。」（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
達
見
を

示
し
て
い
る
。
章
学
誠
が
、
あ
く
ま
で
も
人
間
を
社
会
的
存
在

と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
中
で
、
自
身
の
性
情
に
し
た
が
っ
た
居

場
所
を
み
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
袁

枚
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
余
談
で
は

あ
る
が
、
章
学
誠
が
抗
っ
た
の
は
、
誰
に
も
同
じ
階
梯
を
の
ぼ

る
こ
と
を
強
い
、
判
で
押
し
、
型
で
抜
い
た
よ
う
な
人
間
を
作

り
上
げ
よ
う
と
し
た
（
と
彼
に
は
感
ぜ
ら
れ
た
）
当
時
の
風
気
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
道
を
章
学
誠
に
歩
ま
せ
た

の
は
も
ち
ろ
ん
自
身
の
性
情
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
、
彼
が
手
を

染
め
た
文
史
・
校
讎
の
学
（
そ
れ
は
、
一
所
に
帰
す
こ
と
を
目
的
と
し

な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
、
立
場
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
）
も
そ
の
背
中
を
押
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
想
像
に
難
く
な
い
。

『
文
史
通
義
』
天
喩
で
は
「
學
業
將
以
經
世
也
。」
と
し
た
上

で
「
周
公
承
文
武
之
後
，
而
身
爲
塚
宰
，
故
制
作
禮
樂
，
爲
一

代
成
憲
。
孔
子
生
於
衰
世
，
有
德
無
位
，
故
述
而
不
作
，
以
明

先
王
之
大
道
。
孟
子
當
處
士
橫
議
之
時
，
故
力
距
楊
、
墨
，
以

尊
孔
子
之
傳
述
。
韓
子
當
佛
老
熾
盛
之
時
，
故
推
明
聖
道
，
以

正
天
下
之
學
術
。
程
朱
當
末
學
忘
本
之
會
，
故
辨
明
性
理
，
以

挽
流
俗
之
人
心
。
其
事
與
功
，
皆
不
相
襲
，
而
皆
以
言
乎
經
世

也
。
故
學
業
者
，
所
以
闢
風
氣
也
。」
と
あ
り
、
学
問
は
、
先

人
が
疎
か
に
し
た
も
の
を
詳
細
に
し
、
前
人
に
な
か
っ
た
も
の

を
創
出
し
、
前
人
の
習
い
を
改
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
周
公
、

孔
子
、
孟
子
、
韓
愈
、
程
朱
は
、
時
勢
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
事

跡
と
功
績
と
を
異
に
し
て
い
る
が
、
み
な
経
世
を
論
じ
て
い
る

こ
と
、
学
問
と
は
そ
の
よ
う
に
新
た
な
風
気
を
切
り
拓
く
も
の

で
あ
る
こ
と
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
文
史
通
義
』

浙
東
学
術
に
は
、「
三
代
學
術
，
知
有
史
而
不
知
有
經
，
切
人

事
也
。
後
人
貴
經
術
，
以
其
即
三
代
之
史
耳
。
近
儒
談
經
，
似

於
人
事
之
外
，
別
有
所
謂
義
理
矣
。
史
學
所
以
經
世
，
固
非
空

言
著
述
也
。
且
如
六
經
，
同
出
於
孔
子
，
先
儒
以
爲
其
功
莫
大

於
《
春
秋
》，
正
以
切
合
當
時
人
事
耳
。
後
之
言
著
述
者
，
舍

今
而
求
古
，
舍
人
事
而
言
性
天
，
則
吾
不
得
而
知
之
矣
。
學
者

不
知
斯
義
，
不
足
言
史
學
也
。
整
輯
排
比
，
謂
之
史
纂
，
參
互

搜
討
，
謂
之
史
考
，
皆
非
史
學
。」
と
し
て
、
三
代
の
学
術
が

史
を
知
る
の
み
で
経
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
人
事
に
切
合
し
て
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い
た
た
め
で
あ
り
、
近
儒
は
経
を
談
じ
て
人
事
の
外
に
義
理
と

い
う
も
の
が
あ
る
な
ど
と
述
べ
て
い
る
が
、
史
学
は
経
世
す
る

所
以
の
も
の
で
あ
り
、
空
言
の
著
述
な
ど
で
は
な
い
、
ま
た
、

後
世
、
著
述
の
こ
と
を
論
ず
る
も
の
が
、
今
を
捨
て
て
古
を
求

め
、
人
事
を
捨
て
て
性
や
天
を
語
る
の
は
、
自
分
に
は
理
解
で

き
な
い
、
学
問
者
た
る
も
の
こ
の
意
味
を
知
ら
な
け
れ
ば
史
学

を
い
う
資
格
は
な
い
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

み
て
く
る
と
章
学
誠
が
『
文
史
通
義
』
に
つ
い
て
、「
學
誠
忝
出

門
下
，
樗
櫟
之
材
，
無
用
於
世
，
然
讀
書
著
文
，
恥
爲
無
實
空

言
，
所
述
《
通
義
》，
雖
以
文
史
標
題
而
於
世
敎
・
民
彜
・
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

心
・
風
俗
，
未
嘗
不
三
致
意
，
往
往
推
演
古
今
，
竊
附
詩
人
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

焉0

。（
私
は
樗
櫟
の
材
で
世
の
役
に
立
た
な
い
が
、
読
書
著
文
に
無
実
の
空
言

を
す
る
こ
と
は
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
著
し
た
『
通
義
』
は
文
史
を

標
題
と
し
て
い
ま
す
が
、
世
教
・
民
彜
・
人
心
・
風
俗
に
は
再
三
意
を
致
し
ま

し
た
。
往
々
古
今
を
推
演
し
、
ひ
そ
か
に
詩
人
の
義
を
附
し
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。）」（
上
尹
楚
陳
閣
學
書
）
と
述
べ
て
い
る
の
も
そ
う
奇
異
に
は

響
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
六
経
皆
史
説
に
つ
い
て
、
胡
適
は
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
た
。

先
生
作
『
文
史
通
義
』
之
第
一
篇
―
易
敎
―
之
第
一
句
即

云
：

「
六
經
皆
史
也
」。
此
語
百
餘
年
來
，
雖
偶
有
人
崇
奉
，

而
實
無
人
深
懂
其
所
涵
之
意
義
。
我
們
必
須
先
懂
得
「
盈
天

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地
間
一
切
著
作
皆
史
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
這
一
句
總
綱
，
然
後
可
以
懂
得

「
六
經
皆
史
也
」
這
一
條
子
目
。「
六
經
皆
史
也
」
一
句
孤
立

的
話
，
很
不
容
易
懂
得
；
而
『
周
易
』
一
書
更
不
容
易
看
作

「
史
」，
故
先
生
的
『
易
敎
』
篇
很
露
出
勉
強
拉
攏
的
痕
跡
。

其
實
先
生
的
本
意
只
是
説
「
一
切
著
作
，
都
是
史
料

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
如

此
説
法
，
便
不
難
懂
得
了
。
先
生
的
主
張
以
爲
六
經
皆
先
王

的
政
典
；
因
爲
是
政
典
，
故
皆
有
史
料
的
價
値
。

（『
章
實
齋
先
生
年
譜
』、
商
務
印
書
館
、
一
九
二
九
年
）

胡
適
が
「
一
切
の
著
作
は
み
な
史
料
で
あ
る
」
と
解
し
た
句
は
、

「
報
孫
淵
如
書
」
の
中
に
「
愚
之
所
見
，
以
爲
盈
天
地
間
，
凡

渉
著
作
之
林
，
皆
是
史
學
。
六
經
特
聖
人
取
此
六
種
之
史
以
垂

訓
者
耳
。
子
・
集
諸
家
、
其
源
皆
出
於
史
。」
と
あ
る
の
に

よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
も
ち
ろ
ん
胡
適
の
よ
う
に

解
せ
な
く
も
な
い
が
、
後
文
に
続
く
史
は
、
や
は
り
史
官
に
よ

る
記
録
と
解
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
翻
っ
て

考
え
る
に
、
お
よ
そ
著
作
の
林
に
列
す
る
た
め
に
は
、
学
問
・
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著
述
の
源
流
に
あ
た
る
史
官
の
記
録
、
先
王
の
政
典
で
あ
り
、

経
世
の
手
立
て
で
あ
っ
た
経
書
の
義
に
悖
る
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
六
経
皆
史
説
の
中
国
学
術
史
に
お
け
る
意
義
に
つ

い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
梁
啓
超
は
『
清
代
学
術
概

論
』
に
お
い
て
「
二
百
余
年
の
学
術
史
を
総
合
し
て
、
全
世
界

に
及
ぼ
し
た
影
響
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、『
復
古
を
も
っ
て

解
放
と
し
た
』
こ
と
で
あ
る
。
第
一
歩
は
、
宋
の
古
に
復
し
、

王
学
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
第
二
歩
は
、
漢
・
唐
の
古
に
復
し
、

程
・
朱
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
第
三
歩
は
、
前
漢
の
古
に
復
し
、

許
慎
・
鄭
玄
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
第
四
歩
は
、
先
秦
の
古
に
復

し
、
い
っ
さ
い
の
伝
注
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
す
で
に
先
秦
の
古

に
復
し
た
以
上
、
孔
・
孟
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
い
か

ざ
る
を
え
な
い
。」
二
〇
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
あ
ま
り
触

れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
た
と
え
ば
、
易
教
上
に
は
「
若
夫
六
經
，

0

0

皆
先
王
得
位
行
道
，
經
緯
世
宙
之
跡

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

，
而
非
託
於
空
言
。
故
以

夫
子
之
聖
，
猶
且
述
而
不
作
。（
六
経
は
、
す
べ
て
先
王
が
位
を
得
て

実
践
し
た
経
世
の
軌
跡
で
あ
り
、
空
言
に
託
し
た
も
の
で
は
な
い
。
孔
子
の
聖

を
以
て
し
て
も
六
経
を
祖
述
し
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
制
作
に
は
与
ら
な
か
っ

た
）」
と
あ
り
、
章
学
誠
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
経
書
・
経
学
に

お
け
る
孔
子
の
功
績
は
低
く
見
積
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
二
一
。

し
か
し
、
果
た
し
て
、
章
学
誠
は
孔
子
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い

え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
学
誠
が
孔
子
の
先
に
見
出
し
た
も
の

は
、「
有
徳
有
位
」
の
制
作
者
と
さ
れ
る
周
公
で
あ
っ
た
こ
と
、

ま
た
、
章
学
誠
が
時
王
の
制
度
の
護
持
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
否
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
（
こ
の
経
世

へ
の
志
向
こ
そ
、
伝
統
的
中
国
学
術
と
い
う
構
造
物
の
よ
っ
て
立
つ
支
持
層
と

も
い
う
べ
き
強
固
な
地
盤
な
の
で
あ
ろ
う
）。
な
お
、
本
稿
で
は
、
経

と
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
二
二
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

《
参
考
文
献
》

『（
劉
氏
嘉
業
堂
刊
）
章
氏
遺
書
』（
漢
聲
出
版
社
、
一
九
七
三
年
）

葉
長
青
『
文
史
通
義
注
』（
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
も
と
、

一
九
三
五
年
）

葉
瑛
『
文
史
通
義
校
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
）

倉
修
良
『
文
史
通
義
新
編
新
注
』（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）

文
史
通
義
研
究
班
『
文
史
通
義
』
内
篇
一
訳
注
（『
東
方
学
報
（
京
都
）』
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第
九
一
冊
、
二
〇
一
六
年
）

胡
適
著
・
姚
名
達
訂
補
『
章
實
齋
先
生
年
譜
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
二

九
年
）

梁
啓
超
／
小
野
和
子
訳
『
清
代
学
術
概
論
』（
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
、

も
と
一
九
二
一
年
）

内
藤
湖
南
「
章
学
誠
の
史
学
」（『
懐
徳
』
八
号
、
一
九
二
八
年
）

錢
穆
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
）

周
予
同
「
章
学
誠
「
六
経
皆
史
説
」
初
探
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
第
一
輯
、

一
九
六
二
年
）

余
英
時
『
論
戴
震
与
章
学
誠
』
増
訂
本
（
三
聯
書
店
、
二
〇
一
二
年
）

島
田
虔
次
「
歴
史
的
理
性
批
判
―
六
経
皆
史
の
説
―
」（『
岩
波
講
座
哲

学
四　

歴
史
の
哲
学
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
）

島
田
虔
次
「
章
学
誠
の
位
置
」（『
東
方
学
報
（
京
都
）』
四
一
、
一
九
七
〇

年
）

倉
修
良
「
也
談
章
学
誠
六
経
皆
史
」（『
史
学
月
刊
』
一
九
八
一
年
第
二
期
）

柴
徳
賡
「
試
論
章
学
誠
的
学
術
思
想
」（『
史
学
叢
考
』、
中
華
書
局
、
一
九

八
二
年
）

河
田
悌
一
「
乾
嘉
の
学
と
考
証
学
：
袁
枚
、
孫
星
衍
、
戴
震
そ
し
て

章
学
誠
」（『
東
洋
史
研
究
』
四
二
―
四
、
一
九
八
四
年
）

余
英
時
「
六
経
皆
史
」（
韋
政
通
主
編
『
中
国
哲
学
辞
典
大
全
』、
世
界
図
書
出

版
公
司
、
一
九
八
九
年
）

山
口
久
和
『
章
学
誠
の
知
識
論
―
考
証
学
批
判
を
中
心
と
し
て
』（
創

文
社
、
一
九
九
八
年
）

黒
田
秀
教
「
章
学
誠
に
お
け
る
経
書
の
位
置
」（『
待
兼
山
論
叢
哲
学
篇
』

三
七
、
二
〇
〇
三
年
）

喬
治
忠
「
章
学
誠
学
術
的
百
年
来
研
究
及
其
啓
示
」（『
史
学
理
論
与
史

学
史
学
刊
』、
二
〇
〇
三
年
）

劉
巍
「
章
学
誠
六
経
皆
史
説
的
本
源
与
意
蘊
」（『
歴
史
研
究
』
二
〇
〇
七

年
第
四
期
）

《
注
釈
》

一 

島
田
虔
次
「
歴
史
的
理
性
批
判
―
六
経
皆
史
の
説
―
」（『
岩
波
講
座
哲

学
四　

歴
史
の
哲
学
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
）

二 

六
経
皆
史
説
が
「
尊
史
抑
経
」
や
「
以
史
代
経
」
な
ど
の
標
語
に

よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

三 

胡
適
著
姚
名
達
訂
補
『
章
實
斎
先
生
年
譜
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六

二
年
、
も
と
一
九
一
九
年
）

四 
校
讎
は
一
般
に
校
勘
を
意
味
す
る
が
、
章
学
誠
は
、「
校
讎
之
學
，

自
劉
氏
父
子
，
淵
源
流
別
，
最
爲
推
見
古
人
大
體
，
而
校
訂
字
句
，

則
其
小
焉
者
也
。」（
信
摭
）、「
校
讎
之
義
，
蓋
自
劉
向
父
子
，
部
次
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條
別
，
將
以
辨
章
學
術
，
考
鏡
源
流
，
非
深
明
於
道
術
精
微
，
羣
言

得
失
之
故
者
，
不
足
與
此
（
校
讎
の
本
義
は
、
劉
向
父
子
以
来
、
書
籍
の
分

類
、
配
列
を
通
じ
て
、
学
術
を
辨
章
し
、
そ
の
源
流
〔
淵
源
と
沿
革
〕
を
考
鏡
〔
考

察
・
反
映
〕
す
る
こ
と
に
あ
り
、
道
徳
学
術
の
精
微
、
諸
家
群
言
の
得
失
に
通
暁

し
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
与
る
こ
と
は
で
き
な
い
。）」（
校
讎
通
義
叙
）
と
し
て
、

校
讎
を
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
目
録
学
の
意
味
に
用
い
て
い
る
。
拙
論

「
章
学
誠
の
著
述
観
（
上
）」（『
文
教
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
〇
―
二
、
二
〇

一
七
年
）
参
照
。

五 

章
学
誠
が
邵
晋
涵
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
宋
史
執
筆
へ
の
意
欲
を
示

し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
こ
だ
け
か
ら
章
学
誠
の
学
問
を
評
価

す
べ
き
で
は
な
い
。

六 

周
予
同
「
章
学
誠
「
六
経
皆
史
説
」
初
探
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
第
一
輯
、

一
九
六
二
年
）
参
照
。

七 

六
経
皆
史
の
史
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
る
。
胡
適
は

後
述
す
る
と
お
り
、「
先
生
的
主
張
以
爲
六
經
皆
先
王
的
政
典
；
因

爲
是
政
典
，
故
皆
有
史
料
的
價
値
。」（『
章
實
齋
先
生
年
譜
』）
と
し
、

錢
穆
は
「
章
学
誠
『
文
史
通
義
』
所
謂
六
経
皆
史
之
史
字
，
並
不
指

歴
史
言
，
而
実
指
的
官
学
言
。
古
代
政
府
掌
管
各
衙
門
文
献
檔
案
者

皆
史
，
此
所
謂
史
者
，
実
略
当
於
後
世
之
所
謂
史
。」（『
両
漢
経
学
今

古
文
平
議
』、
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
一
年
）
と
す
る
。

八 

書
教
上
に
も
「
六
藝
並
立
，《
樂
》
亡
而
入
於
《
詩
》《
禮
》，《
書
》

亡
而
入
於
《
春
秋
》。
皆
天
時
人
事
不
知
其
然
而
然
也
。」
と
あ
り
、

六
藝
の
う
ち
、
後
世
の
著
述
へ
流
れ
て
い
っ
た
の
は
、
詩
、
礼
、
春

秋
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

九 

以
下
の
引
用
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
文
言
が
「
方
志
立
三
書
議
」
に
も
み

え
て
い
る
。

一
〇 

な
お
、
易
教
上
で
は
「
或
曰

：

文
王
拘
幽
，
未
嘗
得
位
行
道
，
豈

得
謂
之
作
《
易
》
以
垂
政
典
歟
。」
と
い
う
仮
設
の
問
い
が
さ
ら
に

提
出
さ
れ
て
い
る
。
経
書
が
「
先
王
の
政
典
」
で
あ
る
以
上
、
当
然
、

想
定
さ
れ
る
疑
問
に
対
し
て
、
章
学
誠
は
、「
八
卦
爲
三
《
易
》
所

同
，
文
王
自
就
八
卦
而
系
之
辭
，
商
道
之
衰
，
文
王
與
民
同
其
憂
患
，

故
反
覆
於
處
憂
患
之
道
而
要
於
無
咎
，
非
創
制
也
。
周
武
既
定
天
下
，

遂
名
《
周
易
》，
而
立
一
代
之
典
敎
，
非
文
王
初
意
所
計
及
也
。
夫

子
生
不
得
位
，
不
能
創
制
立
法
，
以
前
民
用
，
因
見
《
周
易
》
之
於

道
法
，
美
善
無
可
復
加
，
懼
其
久
而
失
傳
，
故
作
《
彖
》《
象
》《
文

言
》
諸
傳
，
以
申
其
義
蘊
，
所
謂
述
而
不
作
，
非
力
有
所
不
能
，
理

勢
固
有
所
不
可
也
。」
と
や
や
苦
し
い
回
答
を
し
て
い
る
。

一
一 『
周
易
』
繋
辞
下
伝
は
次
の
と
お
り
。

　
　

古
者
包
犧
氏
之
王
天
下
也
，
仰
則
觀
象
於
天
，
俯
則
觀
法
於
地
，

觀
鳥
獸
之
文
與
地
之
宜
，
近
取
諸
身
，
遠
取
諸
物
。
於
是
始
作
八
卦
，
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以
通
神
明
之
德
，
以
類
萬
物
之
情
。
作
結
繩
而
爲
罔
罟
，
以
佃
以
漁
，

蓋
取
諸
離
。

　
　

包
犧
氏
沒
，
神
農
氏
作
。
斲
木
爲
耜
，
揉
木
爲
耒
，
耒
耨
之
利
，

以
教
天
下
，
蓋
取
諸
益
。
日
中
爲
市
，
致
天
下
之
民
，
聚
天
下
之
貨
，

交
易
而
退
，
各
得
其
所
，
蓋
取
諸
噬
嗑
。

　
　

神
農
氏
沒
，
黃
帝
堯
舜
氏
作
。
通
其
變
，
使
民
不
倦
，
神
而
化
之
，

使
民
宜
之
。
易
窮
則
變
，
變
則
通
，
通
則
久
。
是
以
自
天
祐
之
。
吉

无
不
利
。
黃
帝
堯
舜
垂
衣
裳
而
天
下
治
，
蓋
取
諸
乾
坤
。
刳
木
爲
舟
，

剡
木
爲
楫
。
舟
楫
之
利
，
以
濟
不
通
，
致
遠
以
利
天
下
，
蓋
取
諸
渙
。

服
牛
乘
馬
，
引
重
致
遠
，
以
利
天
下
，
蓋
取
諸
隨
。
重
門
擊
柝
，
以

待
暴
客
，
蓋
取
諸
豫
。
斷
木
爲
杵
，
掘
地
爲
臼
，
臼
杵
之
利
，
萬
民

以
濟
，
蓋
取
諸
小
過
。
弦
木
爲
弧
，
弦
木
爲
矢
，
弧
矢
之
利
，
以
威

天
下
，
蓋
取
諸
睽
。

　
　

上
古
穴
居
而
野
處
，
後
世
聖
人
易
之
以
宮
室
，
上
棟
下
宇
，
以
待

風
雨
，
蓋
取
諸
大
壯
。
古
之
葬
者
，
厚
衣
之
以
薪
，
葬
之
中
野
，
不

封
不
樹
，
喪
期
无
數
。
後
世
聖
人
易
之
以
棺
椁
，
蓋
取
諸
大
過
。
上

古
結
繩
而
治
，
後
世
聖
人
易
之
以
書
契
，
百
官
以
治
，
萬
民
以
察
，

蓋
取
諸
夬
。

一
二 

孔
疏
に
「
微
妙
無
方
，
理
不
可
知
，
目
不
可
見
，
不
知
所
以
然
而
然
，

謂
之
神
道
。」
と
あ
る
の
も
、
章
学
誠
の
道
と
の
関
係
で
興
味
深
い
。

一
三 

両
者
の
関
係
は
す
で
に
王
重
民
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

『
校
讎
通
義
』「
漢
志
六
藝
略
」
に
は
、「
六
經
之
文
，
皆
周
公
之
舊

典
，
以
其
出
於
官
守
，
而
皆
爲
憲
章
，
故
述
之
而
無
所
用
作
。
以
其

官
守
失
傳
，
而
師
儒
習
業
，
故
尊
奉
而
稱
經
。
聖
人
之
徒
，
豈
有
私

意
標
目
，
強
配
經
名
，
以
炫
後
人
之
耳
目
哉
。
故
經
之
有
六
，
著
於

《
禮
記
》，
標
於
《
莊
子
》，
損
爲
五
而
不
可
，
增
爲
七
而
不
能
，
所

以
爲
常
道
也
。」
と
あ
り
、
六
経
を
「
常
道
」
と
称
し
て
い
る
。
両

篇
の
先
後
関
係
や
章
学
誠
の
所
説
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富

む
差
異
で
あ
る
と
お
も
う
。

一
四 

例
え
ば
、「
至
於
官
師
既
分
，
處
士
橫
議
，
諸
子
紛
紛
，
著
書
立
説
，

而
文
字
始
有
私
家
之
言
，
不
盡
出
於
典
章
政
教
也
。
儒
家
者
流
，
乃

尊
六
藝
而
奉
以
爲
經
，
則
又
不
獨
對
傳
爲
名
也
。」（
経
解
上
）、「
孟

子
時
，
以
楊
、
墨
爲
異
端
矣
。
揚
氏
無
書
，
墨
翟
之
書
，
初
不
名
經
。

雖
有
《
經
》
篇
《
經
說
》，
未
名
全
書
爲
經
。
而
莊
子
乃
云

：『
苦
獲
、

鄧
陵
之
屬
，
皆
誦
《
墨
經
》』，
則
其
徒
自
相
崇
奉
而
稱
經
矣
。」（
経

解
中
）
な
ど
。

一
五 

書
教
上
に
は
「『
周
官
』
三
百
六
十
，
具
天
下
之
纖
析
矣
。
然
法
具

於
官
，
而
官
守
其
書
。」
と
あ
り
、「
和
州
志
藝
文
書
序
例
」
に
も
、

「
周
官
之
籍
，
富
矣
。
保
章
天
文
，
職
方
地
理
，
虞
衡
理
物
，
巫
祝

交
神
，
各
守
成
書
以
布
治
法
，
即
各
精
其
業
以
傅
學
術
，
不
特
師
氏
、
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保
氏
所
謂
六
藝
《
詩
》《
書
》
之
文
也
。」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ

ば
、
六
経
は
『
周
礼
』
三
百
六
十
官
に
備
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

政
典
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
六 

原
文
の
天
工
は
『
尚
書
』
皋
陶
謨
に
「
無
曠
庶
官
，
天
工
，
人
其

代
之
。」
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
。
本
箇
所
は
章
学
誠
の
天
人
論
に

関
連
し
て
興
味
深
い
。
備
忘
の
た
め
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

一
七 

こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
の
拙
論
に
お
い
て
、
校
讎
的
思
考
法
と
し

て
少
し
く
検
討
を
加
え
た
。

一
八 

拙
論
「
章
学
誠
の
著
述
観
（
下
）」（『
文
教
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
一
―
一
、

二
〇
一
七
年
）
参
照
。

一
九 

前
掲
拙
論
（
上
）
参
照
。

二
〇 

梁
啓
超
著
・
小
野
和
子
訳
注
『
清
代
学
術
概
論
』（
平
凡
社
、
一
九
七

四
年
）、「
二
、
清
代
の
思
潮
の
変
遷
」、
十
五
頁
。

二
一 

『
文
史
通
義
』
原
道
上
で
は
、「
非
孔
子
之
聖
，
遜
於
周
公
也
。」
と

し
つ
つ
も
、「
集
大
成
者
，
周
公
所
獨
也
。」
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、

も
ち
ろ
ん
、
徳
は
有
し
て
い
て
も
位
に
な
か
っ
た
孔
子
は
、
制
作
に

も
経
倫
に
も
与
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

二
二 『
文
史
通
義
』
答
客
問
上
に
は
、「
嗟
乎
。
道
之
不
明
久
矣
。《
六
經
》

皆
史
也
。
形
而
上
者
，
謂
之
道
，
形
而
下
者
，
謂
之
器
。
孔
子
之
作

《
春
秋
》
也
，
蓋
曰

：

「
我
欲
托
之
空
言
，
不
如
見
諸
行
事
之
深
切

著
明
。」
然
則
典
章
事
實
，
作
者
之
所
不
敢
忽
，
蓋
將
即
器
而
明
道

耳
。」
と
あ
り
、
器
た
る
経
書
を
通
し
て
、
道
が
明
ら
か
に
な
る

（
あ
ら
わ
れ
る
）
と
説
か
れ
て
い
る
。
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